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再審被告を上告人、再審原告らを被上告人とする最高裁判所平成１

５年（行ヒ）第１０８号原子炉設置許可処分無効確認等請求上告事件

について、同裁判所が平成１７年５月３０日言渡し同日確定した下記

判決に対し再審の訴えを提起する。



第１ 再審を求める判決の表示

主文

１ 原判決を破棄する。

２ 被上告人らの控訴を棄却する。

３ 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

第２ 再審の趣旨

１ 最高裁判所が同裁判所平成１５年（行ヒ）第１０８号原子炉設

置許可処分無効確認等請求上告事件について、平成１７年５月３

０日言渡した判決を取り消す。

（主位的な請求）

２ 上記事件における上告人（本件再審被告）の上告を棄却する。

（予備的な請求）

３ 上記事件における原判決を破棄し、事件を名古屋高等裁判所金

沢支部に差し戻す。

４ 上記事件の上告費用及び本件再審費用はすべて本件再審被告の

負担とする。

第３ 再審の事由

１ はじめに

－法律専門家は差し戻しを予測していた－

もんじゅは１９９５年１２月にナトリウム漏えい火災事故を起

こして、事故原因の解明と安全総点検、設計変更の過程に入って

。 （ ）すでに１０年目に入った 国が核燃料サイクル開発機構 旧動燃

に命じて二次系ナトリウム漏えい対策と蒸気発生器伝熱管対策に

ついて、基本設計を変更させ、数百億円を掛けて改造工事が行わ

れることになっている。

にもかかわらず、最高裁が２００５年（平成１７年）５月３０

日に下した判決（以下「最高裁判決」という ）は、この変更前。

の設置許可処分について違法ではないというのである。



２００３年（平成１５年）１月２７日名古屋高裁金沢支部はも

。 、んじゅ設置許可の無効を確認する判決を言い渡した この判決は

我が国における長い原発訴訟の歴史において、はじめて住民原告

側を勝訴させた画期的な内容のものであった（以下、この判決を

「高裁判決」という 。。）

この高裁判決に対して経済産業大臣が上告受理を申立て上告を

受理されたのが、本件上告事件である。経済産業大臣の上告理由

に対して、最高裁がどのような法的判断を示すか世論や学会の関

心が集まっていた。

しかし、最高裁判決はこのような期待に応える内容のものでは

なかった。この高裁判決に対して、裁判所が科学的な判断に踏み

込みすぎであると批判的な評釈（ 自治研究」７９巻７号）を書「

いていた学習院大学の高木光教授も、この判決に対して「破棄差

し戻しを予測していたので意外な判決だ 」とするコメントを寄。

せている（５月３１日毎日新聞 。）

また、高裁判決において詳細で包括的な判例評釈（ 法治国家『

と行政訴訟 （原田尚彦先生古稀記念 「科学技術裁判における』 ）

無効確認訴訟の意義 を書かれていた高橋滋一橋大学教授は 原」） 「

、 、発に対する国の設置許可について 周辺住民が無効を訴えたので

無効の条件について、最高裁が何らかの判断を示すと思った。だ

が、そこに踏み込まずに、国の設置許可の前提となる安全審査に

違法そのものがないと判断した。

行政処分を無効にできるのは、違法が重大でかつ明白でないと

いけないというのが通常の考え方だ。これに対し、高裁判決は重

大だけで足りるという新しい考え方を示したので、この点に関す

る判断を期待していた私は意表をつかれた 」と述べている（６。

月２３日朝日新聞福井版 。）

さらに、法学教室２７１号に高裁判決の評釈を寄せられた早稲

田大大学院教授の首藤重幸氏は「行政処分の効力を否定する訴訟

は、提訴できる出訴期間（当時は３カ月、現在は半年）を過ぎる



と、無効確認訴訟で争うことになり、否定の条件がより厳しくな

る。

だが、無効確認訴訟は出訴期間を過ぎても審理のチャンスを与

えるという趣旨の制度であり、重大事故の危険性がある原発の訴

訟では、条件をことさら厳しくする必要がないとの見解が行政法

学者の間にある。無効の条件を緩めた（０３年１月の）高裁判決

は、この考えをもとにしていると言っていい。最高裁判決は、こ

れをどう考えるのか。

、 、 、加えて 国が もんじゅの改造工事計画の許可を出したことで

審理対象の内容が事実上、変わった。これを訴訟法的にどう判断

するのか。行政法学者が注目した二つの論点に対し、最高裁はま

ったく答えなかった 」と述べている（６月２４日付朝日新聞福。

井版 。）

専門家がこのような最高裁判決を予測しなかったことには根拠

がある。原判決において適法に確定した事実は上告裁判所を拘束

する（民事訴訟法３２１ 。高裁の行った事実認定を基礎に法律）

的に高裁判決に問題がないかどうかを判断するのが最高裁の本来

の使命である。高裁が認定している事実関係を前提とする限り、

最高裁が如何に反動的でも、判決の結論を完全に覆すことは到底

不可能であり、せいぜい高裁判決の法律論と異なる法律論を示し

て、事件を高裁に差し戻して再審理を命ずることが順当なところ

だと思われていたのである。

２ 判決に関連する数多くの批判報道

この判決に関連する報道は、近来に例がないほど最高裁に対す

る厳しい批判を内容とするものとなった。新聞論説委員は必ずし

も法律専門家ではない。しかし、社会の実情に通じた新聞論説委

員のほとんどが、この判決の内容と結論に納得せず、厳しいコメ

ントを寄せていると言うことは、最高裁判所として無視してよい

問題ではない。全国紙の社説は簡単に読むことができるので、全



国の地方紙の論説を以下に紹介する。ここに示されている見解の

多くは、国民の多くにも共有されており、最高裁判所のあり方に

対する深刻な疑問を含んでいると考えるべきである。

１）北海道新聞

「二十年に及ぶもんじゅ訴訟で明らかになったのは、国の安全

審査が不十分ということだった。ナトリウム漏れ事故も既にフラ

ンスや米国で発生していたのに、国の安全審査で十分に想定され

ていなかった。

二審の名古屋高裁金沢支部が原告住民側の主張を取り入れて炉

心崩壊事故の可能性まで指摘し 「安全審査に重大な誤りがある」、

と認めたのは、おおむね納得できるものだった。

最高裁判決は国の主張に沿って「現状の設計でも十分な事故抑

止が期待できる」などとして違法性を否定し、住民逆転敗訴を言

い渡した。これでは重大事故を懸念する住民の疑問に答えたこと

にはならない。もんじゅ事故で安全審査と安全行政に対する信頼

が大きく揺らいだ。その後に発覚した東京電力原発トラブル隠し

や、五人が死亡した関西電力美浜原発の蒸気噴出事故などで国民

の不信・不安はさらに高まっている。

原発訴訟をめぐる司法判断は行政寄りの現状追認がほとんどで、

国民の信頼回復につなげようという本来の姿勢が見られない。今

回の最高裁判決も残念と言わざるを得ない 」。

２）河北新報

「もんじゅ」は１９９５年にナトリウム漏れ事故を起こし、現

在も運転が止まっている。実際に起きたナトリウム漏れ事故も教

訓にしながら、２００３年１月の二審判決は国の安全審査のずさ

んさを痛烈に批判した 「審査の放棄」などと指摘して原子炉設。

置許可申請に伴う国の審査をほぼ全面否定、許可は違法だと判断

した。

判断の土台になったのは、原子炉には付近住民の生命や身体に

危険を及ぼすほどの潜在的危険性がある、という認識だった。そ



のために安全審査に際しては、放射性物質放出などの可能性の回

避を何よりも優先させなければならないのに 「もんじゅ」の安、

全審査では果たされていないと判断していた。

判決が掲げた人命最優先の発想は、一般国民の側からすればす

こぶる良識的な判断だった。

事故が起きた場合に脅威にさらされるのは「人間の生存そのも

の」と表現したように、安全軽視の原子力開発に対して司法の場

から警告を発した内容だったともいえる。

「 、 」最高裁はもんじゅの安全審査の過程で 看過し難い過誤 欠陥

などはなかったと述べて、判断を逆転させた。

行政による許可処分などを裁判で無効とするためには一般的

に、重大で明白な違法性が必要だとされ、ハードルはそもそも高

かった。行政の安定性や第三者の利益なども重視されたためだっ

た。

最高裁はその原則を守ったと言えるが、周辺住民に及ぶ危険性

が解消されているかどうかという身近で切実な安全性に踏み込ん

だ二審判決に比べると、住民の側から遠ざかった形式的な判断だ

と受け取られても仕方がない。

訴訟が起こされて２０年近くたつが、この間にも茨城県東海村

の臨界事故 ９９年 関西電力・美浜原子力発電所死傷事故 ０（ ）、 （

４年）と、起きてはならない原子力施設の重大事故が続いた。

安全性に対する信頼性はむしろナトリウム漏れ事故の時より失

、 。われており 安全審査には今後も万全を尽くさなければならない

３）福島民報

今回の最高裁判決は行政上の手続きを判断したのに過ぎず、

経済性そのものに“お墨付き”を与えたわけではないといわれ

ている 「もんじゅ」は水と酸素に激しく反応するナトリウム。

を冷却材として使うため、毒性の強いプルトニウムと同様に徹

底した安全性も求められる。事故に関する情報公開などの事後

処理なども大切で、情報隠しや虚偽報告などは許されないのも



当然だ。

最高裁の判決を受け、本県の佐藤知事は高速増殖炉の問題を

含む核燃料サイクルについて「 国は）従来の路線に固執する（

ことなく、適切な情報公開を進めながら国民的議論の俎上（そ

じょう）に載せた上で、今後のあり方を国民に問うべき」とし

た。このコメントに異論はない。政府や核燃料サイクル関係者

の耳に届くよう願いたい （浜津 三千雄）。

４）東京新聞

推進側としては原子力開発推進のお墨付きが与えられたと胸

を張りたいところだが、判決は高速炉建設の工学的な判断や手

続きに違法性がなかったということを示したにすぎない。原子

力開発をめぐる論議がこれで終止符を打たれるわけではない。

国は勝訴したものの、二十年訴訟を挑まれるほど住民の不信

が強いことを謙虚に受け止める必要がある。

特に一九九五年十二月に起きたナトリウム漏れ事故は大きな

不信感を招いたことを忘れてはならない。

原子炉の熱を外部に伝える冷却材のナトリウムが配管から漏

、 。 （ ）れて空気と反応し 火災が発生した 作業員への被曝 ひばく

や環境中への放射性物質の排出はなく原子力関連の事故として

は軽微の部類だった。にもかかわらず改造工事がことしまで認

められなかったのは、事故後の情報隠しなどで反発を招いたた

めである。

この点は何度反芻（はんすう）してもしすぎということはな

い。それを裏付けるように、その後も原子力開発をめぐる情報

の隠蔽（いんぺい）は後を絶たないからだ。

九九年九月には違法操業を行っていた茨城県東海村のウラン

加工施設でわが国初の臨界事故が起き、二〇〇二年八月には東

京電力による原子炉の検査・修理記録の改竄（かいざん）が発

覚している。

昨年八月に関西電力美浜原発で多数の死傷者を出した蒸気漏



れ事故は、配管の保守・点検作業の不備が原因で、情報隠しと

同様に原子力の安全性への不信感を増幅した。

推進側はやみくもに原子力開発、核燃料サイクルの構築に突

き進むのではなく、国民の不信感を解消するために情報開示を

徹底し、安全性を高める努力をしなければならない。

５）新潟日報

最高裁ではこれまでも伊方原発や東海第二原発などの設置許

可取消訴訟が審理され、いずれも国策の原子力政策を容認する

判決が出されている。今回の判決で、あらためて住民にとって

最高裁の壁が厚いことが示された。影響は柏崎刈羽原発など全

国の原発訴訟に及びそうだ。

もんじゅは一九九五年十二月にナトリウム漏れ事故を起こ

し、十年近く運転を停止している。国は今年一月、ナトリウム

事故対策を盛り込んだ改造工事を許可し、福井県も三月に工事

着手を了承した。今回の最高裁判決は運転再開の追い風になろ

う。

しかし、もんじゅは冷却材に使われているナトリウムが水と

反応すると爆発する特性があるため制御が難しく、安全技術は

確立されているとは言い難い。

事業費は、これまでに建設費などに約九千億円が投じられて

いる。運転が再開されると二〇二〇年までの経費は総額一兆円

に上ると試算されており、かかる費用は膨大だ。

国の原子力委員会はもんじゅを核燃料サイクル政策の中核と

する旗は降ろしてはいないものの、このところ後退姿勢が目立

っている。

もんじゅの実用化は当初、三〇年ごろを目標としていたが、

今年四月に示された新しい原子力開発計画の素案では五〇年ご

ろに延期された。素案は経済性を重視する姿勢も打ち出してい

る。

運転再開にめどがついたとはいえ、もんじゅが安全性や経済



性に問題を抱えていることに変わりはない。

最高裁判決は、国の安全審査手続きに違法はないと認めただ

けであり、もんじゅが安全に運転されるとお墨付きを与えたわ

けではない。国は判決を拡大解釈して、安全運転が確保された

かのような誤解を国民に与えてはならない。

もんじゅは本当に安全なのか、事業は経済的に見合うのか。

判決を機に、国は国民に説明を尽くすべきである。

６）信濃毎日新聞

最高裁は結局、設置許可を無効とした２審判決を破棄し、住

。 、民側の訴えを棄却している ナトリウム漏れ事故の防止策など

２審判決が問題視した３点いずれも、見過ごせない誤りや欠落

があるとは言えないと結論付けた。

判決はあくまで安全審査の適否を司法の立場で判断したもの

である。国として原子力政策をどうしていくかは、また別の問

題だ。

高速増殖炉は、かつて「夢の原子炉」と呼ばれた。使用済み

の核燃料から取り出したプルトニウムを燃やし、使った分より

多くプルトニウムを生み出すためだ。仮に実現できれば、エネ

ルギー資源の乏しい日本にとって切り札となる。

ただ、道のりは険しい。まだ実験炉に続き、技術面を確かめ

る原型炉の段階である。実用化のめどはまだ付いていない。

もんじゅは１９９５年に冷却材のナトリウムが漏れ、火災が

起きた。以来、運転が止まっている。事故後の現場を撮影した

ビデオを隠し、社会に不信感を広げた。もんじゅに対し、国民

が向ける目にはなお厳しいものがある。

国の原子力長期計画では 将来の原子力発電の主流 から 技「 」 「

術的選択肢の一つ」へ、高速増殖炉の位置付けが後退した。巨

額のコストや技術的な難しさから欧米各国が開発をやめたこと

も重い。

最高裁の結論を待つことなく、すでに運転再開へ向けた動き



が進んでいる。地元の福井県知事が２月、前提となる事故対策

を盛り込んだ改造工事を了承した。秋には本体工事がスタート

する運びだ。

これまで研究開発や施設の維持に巨費を投じてきた。だから

といって従来の路線にこだわるのでは、理解を得られない。実

用化する道筋がはっきりしないまま続けるのが妥当か国民に議

論を投げかけ、問い直していく必要がある。

７）京都新聞

１審の住民側敗訴後、２審、上告審と判断が正反対に振れた

のは、国の安全審査に対する裁判所の判断が分かれたせいだ。

特に２審は、国の審査に「看過しがたい過誤」などがあると

して設置許可を無効とした。漏れたナトリウムが炉心損傷を引

き起こす可能性も指摘し、専門家の反発を呼んだ。

それに対し今回は、国などの安全評価の基準や判断に不合理

な点はなく、原子炉設置許可に違法性はないとして高裁判断を

全面的に退けた。具体的な工法は認可後の審査対象でよいとの

立場もとっている。

ただ、そうだとしたら、あのナトリウム漏れ事故は防ぎよう

がなかったのか、という素朴な疑問が残る。ナトリウム使用に

。 、よる事故の危険性は当初から知られていた 基本設計とはいえ

最高度の厳密さが求められるべきだし、安全確保のための踏み

込んだ対応が必要だったのではないか。今回判決はその点で、

住民の不安をやわらげていない。

裁判が決着したことで、ナトリウム漏れ事故以来停止してい

るもんじゅの運転再開に道が開かれた。

その前提となるもんじゅ改造工事について、核燃料サイクル開

発機構は今年２月に地元福井県から了解を得た。秋から本体工

事にかかり、３年後の運転再開をめざしている。

とはいえ高速増殖炉の開発は、原型炉であるもんじゅが成功

した場合でも、次の段階として実証炉が必要で、それを経て実



用炉への道が開ける。展望が描ける段階でない。

経済性の面でも、将来、売電収入で開発費を回収できる見通し

は暗いという試算が出ている。

国の原子力長期計画も、揺れ動いた。94年策定の同計画では

高速増殖炉を「将来の原子力発電の主流」に位置づけていたの

に、2000年には「将来の技術的選択肢の１つ」と、トーンダウ

ンした。ことしの改定論議でも、将来性や経済性を疑問視する

声が出ている。

国は安全面、技術面、経済面を総合評価し、プルサーマルと

の関連も明確に示すべきだ。国民の不安はいぜんとして強い。

夢の技術も、あくまで安全が最優先だ。情報公開を徹底し、

期限を切って見直すことも必要だろう。

８）神戸新聞

「もんじゅ」は九五年八月、送電開始から四カ月後にナトリ

ウム火災という重大事故を起こした。事故後のテストでも、高

温のナトリウムに耐えるはずだった鉄板に穴が開くことがわか

った。

「 （ ）一昨年の高裁判決はこの点を重視し 安全審査の瑕疵 かし

により、放射性物質の外部環境への放出の危険性を否定できな

い」とした。さらに、蒸気発生器伝熱管の大量破断事故を想定

していないことは安全審査の誤りと、住民側が指摘した点につ

いても「看過できない過誤、欠落があった」と認め、炉心融解

の恐れがあったと言い切った。

国の安全審査をどう見るかの違いが、高裁と最高裁の判断を

正反対にした。

最高裁は「何を対象事項とするかは、担当大臣の合理的な判

断に委ねられる」という初の解釈を示した。

原子炉設置の許可段階では基本設計だけが審査対象となり、

その後の技術的判断についても、原子力安全委員会の専門技術

的知見によるべきであるとした。



、 、行政側の専門家の判断や裁量を尊重する姿勢を 司法が一層

明確にしたものといえるだろう。

原発への不信・不安があっても、住民は手足を縛られたとい

う印象がぬぐえない。核燃料サイクル開発機構は、運転再開に

向け改造工事の準備を始めているが、事故の隠ぺいやねつ造は

もはや許されない。住民の不安や疑問に対し、さらに丁寧に説

明を尽くさなくてはなるまい。

「もんじゅ」自体、未完成の技術の集合体であり、実用化で

きるかどうか分からない。実用化できるとしても、早くて半世

紀先だろうといわれる。国や原子力委員会はエネルギー戦略や

核不拡散などの観点から高速増殖炉の開発や「もんじゅ」の位

置づけを明確にする必要がある。

国民の信頼を取り戻す努力と併せ、今後ますます国の説明責

任は増大する。

９）中国新聞

高速増殖炉原型炉もんじゅ（福井県敦賀市）をめぐり、住民

が国の原子炉設置許可の無効確認を求めた行政訴訟の上告審判

決で、最高裁第一小法廷はきのう、許可を無効とした名古屋高

裁金沢支部の控訴審判決を破棄し、住民側の訴えを棄却した。

原子炉設置に関する国の審査手続きに合格点を与えた内容であ

る。原子力発電に強い不信感を持つ国民に十分な説得力を持つ

だろうか。

訴訟は一九八三年の設置許可に向けた国の安全審査の適否が

大きな焦点だった。泉徳治裁判長は「設置許可の安全審査に、

見過ごせない誤りや欠落はなく、処分は違法でない」と述べ、

許可が無効であるとは言えないと結論付けた。伊方原発（愛媛

県）をめぐる九二年の最高裁判決で審査の対象を「基本設計の

」 。安全性にかかわる事項のみ としているのに沿った内容である

もんじゅは試験運転中の九五年十二月、配管の温度計が折れ

て二次冷却剤のナトリウムが漏れ、火災事故が起きた。住民側



は事故後に改造工事をする点をとらえて認可の重大な誤りを指

摘してきた。だが今回の判決は、設置許可後に新たに判明した

危険性は、その後の審査などで対応すればよいとした。事故さ

え起きなければ問題はないとの発想に受け取れる。

原発には、重大事故を決して起こしてはならないという高い

安全性が求められる。原発に課せられた厳しい管理の在り方へ

の認識は今回の判決には見えない。開発段階で潜在的危険が大

きいという高速増殖炉の特殊性から「違法性が重大であれば明

白でなくても許可処分は無効」とした控訴審判決の方に共感を

覚えた国民は多いのではないか。

高速増殖炉は、発電しながら消費量以上の燃料プルトニウム

を生成することができる。資源の少ない日本にとって魅力は大

きい 「夢の原子炉」とも呼ばれ、使用済み核燃料を再利用する。

核燃料サイクルの柱と位置づけられてきた。しかし水に触れる

。と激しく燃焼するナトリウムを冷却剤に使うなど管理が難しい

安定した運転には高度な知識と技術が欠かせない。

そうした中で事故のため十年間にわたり運転をストップして

いたもんじゅだが、今年二月には福井県が運転再開の前提とな

る改造工事を了解した。原子力委員会は昨年十一月、今後も核

燃料サイクル路線を推進することを確認した。今回の判決がこ

うした流れを追認したのではと勘ぐりたくなるのは行き過ぎだ

ろうか。

高速増殖炉の開発には技術力だけでなく巨額の資金も必要で

ある。もんじゅも既に約八千億円がつぎ込まれているが、まだ

実用炉の半分程度の規模でしかない原型炉である。米国をはじ

め英国、ドイツ、フランスなどが相次いで開発を中止した背景

にもこうした事情がある。

原発の事故や国のデータ隠し騒ぎは枚挙にいとまがない。国

の原子力政策に対し国民の不信感は根強い。今回の判決は行政

手続きをめぐる判断にすぎず、安全性そのものが認められたわ



けではない。運転再開のためには、データの公開と国民への十

分な説明が必要なことは言うまでもない。

11）山陰新報

今回の最高裁判決で国は最終的に勝訴したが、一昨年の二審

判決が突き付けた安全審査に対する疑問は非常に重い。

ナトリウム漏れ事故は、最初の試験の入り口で起きた。たと

え今、予定されている改造工事が行われたとしても、このまま

１００％の出力で運転されれば、さらに重大事故が起きるので

はないかという住民の切実な不安は残されたままだ。失われた

信頼を少しでも取り戻すには、安全審査の強化が必要だろう。

もんじゅは動力炉・核燃料開発事業団（現・核燃料サイクル

開発機構）の申請を受け、国が八三年に設置を許可。住民らは

八五年に設置許可の無効確認を求めて福井地裁に提訴してい

た。

高速増殖炉は発電しながら、消費した核燃料よりも多くの燃

、 ” ” 。料を生み出す原理に基づき かつて 夢の原子炉 と呼ばれた

国策で進められている核燃料サイクルの中心部分を担ってい

る。

原発（軽水炉）と違い、原子炉から熱を取り出す冷却材に水

ではなく、液体金属のナトリウムを使う。ナトリウムは熱を伝

えやすいと同時に、漏れると空気や水と激しく反応する。十分

安全にシステムに組み込めるかどうか、この点が焦点となる。

これら技術的難しさに加え、経済性にも問題があり、欧米諸

国は軒並み開発から撤退している。

もんじゅの開発には、これまで約八千億円という膨大な国費

がつぎ込まれてきた。

もんじゅは、開発の段階で言えば、基礎データを得る実験炉

に続く「原型炉」で、技術的な見通しを得ることを目的として

いる。実用化には、この次に経済性を確かめる「実証炉」を経

て、商業化された実用炉となるのが原則だ。



しかし、ナトリウム漏れ事故により、既にもんじゅは十年余

り運転を中止したままだ。

一方、昨年一月には国が改造工事を認可し、準備作業が始ま

っている。秋には本体工事に取り掛かる予定だが、運転を再開

できたとしても、その後の実用化への見通しは全く立っていな

い。

いまのところ、原子力委員会では、高速増殖炉については二

〇一五年ごろに実用化の検討を始め、五〇年ごろに実用炉の導

入を目指すとしている。

最高裁の判決は一九九二年の伊方原発訴訟の判断の仕方を踏

襲。安全審査の対象となるのは基本設計の安全性で、その点で

は問題がないとして二審の判断を退けた。

高速増殖炉や、原発でプルトニウムを燃やすプルサーマル計

画を中心とした核燃料サイクルは各地で行き詰まりを見せてい

る。その見直しを含め、国が国民の安全と環境の確保に負って

いる課題もまた大きい。もんじゅの今後にはいくつもの課題が

残されている。

12）愛媛新聞

率直に言って落胆せざるをえない判決だ。最高裁の判断は、

国の安全審査の現状を追認した形である 先の高裁判決では 安。 「

全審査に重大な誤りがある」として設置許可を無効としていた

が、その落差の大きさに戸惑いを覚える

もんじゅは一九九五年に二次冷却材のナトリウム漏出事故を

起こして以来、運転停止したままだ。住民の不安が現実になっ

た事故だったが、国は事故対策を盛り込んだ改造工事を認可。

安全審査を見直すべきとの指摘は置き去りにされたまま運転再

開に向け動こうとしている。

こんな状況のなか、設置許可は有効だとする最高裁判断であ

る。だが、安全性確保にお墨付きを与えたものでないことは明

らかだ。原告住民はじめ多くの国民の不安や疑問をぬぐい去る



ことにはならない。

国や核燃料サイクル開発機構にはこのことを銘記してもらい

たい。信頼を得られない運転再開は急ぐべきではない。

振り返ると、一九八五年のもんじゅ提訴から二十年になる。

この間、原告不適格の判断、最高裁による審理差し戻し、一審

・福井地裁による請求棄却、二審・名古屋高裁金沢支部による

逆転判決―と司法判断は大きな振幅で揺れた。

このうち二〇〇三年の二審判決は全国の原発訴訟で初めての

「無効」判決だった。ナトリウム漏れ対策の不備や伝熱管の同

時大量破断事故の可能性 炉心崩壊の危険性などを指摘し 安、 、「

全審査には重大な誤りや欠落がある」としたのは重い意味を持

っている。

これに対し、最高裁は「原子力安全委員会などの審査、評価

に不合理な点はない」などと逆の判断を下し、見過ごせない誤

りや欠落があるとはいえないと結論付けた。

最大の争点だったナトリウム漏れ事故の評価については、ナ

トリウムとコンクリートの直接接触防止にかかわる基本設計だ

けを対象としたのを認めた。高速増殖炉特有の困難性が判断さ

れた節はうかがえない。

従来、安全審査は「科学的、専門技術的知見に基づく意見を

尊重した国の合理的判断にゆだねる」のが相当で、そこに不合

理な点がなければ問題なしとされてきた。これは初の最高裁判

決となった一九九二年の伊方１号機訴訟で住民側の上告を棄却

した論旨とも同じだ。

司法判断に自ら枠をはめた形だ。これでは行政追従の恐れが

大きくならないか。

判決は判決として、国の原子力政策が見直しを迫られている

ことに変わりはない。新しい原子力長期計画の策定中だが、高

速増殖炉実用化の前段階である実証炉への道筋も暗中模索だ。



安全審査体制、核燃料サイクル計画とも厳しく評価し直すべ

きではないか。それなしに国民の支持は得られない。

13）熊本日日新聞

「もんじゅ」 ぬぐえぬ安全性への疑問

日本の核燃料サイクルの要とされる高速増殖炉原型炉「もんじ

ゅ （福井県敦賀市）の設置許可をめぐる無効確認訴訟で、最」

高裁は住民側の訴えを退ける原告逆転敗訴の判断を示した。

被告の国は「安全審査の適正さが認められた」とほっとして

いる。現地ではナトリウム漏れ事故などの対策を盛り込んだ改

造工事の準備が始まっており 「もんじゅ」は事故以来十年ぶ、

りに運転再開に向け踏み出す。

しかし、判決は行政手続き上の判断にすぎず、安全性そのも

のを認めたものではない 「研究段階にある高速増殖炉のリス。

クは一般の軽水炉型原発よりも大きく、高い注意義務が必要」

との専門家の指摘もある。安全性についての説明責任を果たす

と同時に安全最優先と情報公開を今一度、肝に銘じてほしい。

最高裁第一小法廷（泉徳治裁判長）は 「設置許可の安全審、

査に見過ごせない誤りや欠落はない」として、事故対策や炉心

崩壊の想定などで安全審査に重大な違法性を認定した二審の名

古屋高裁金沢支部判決を破棄した。

裁判は一九八五年九月に住民らが提訴。原告適格をめぐる裁

判の後、二〇〇〇年三月に福井地裁が請求を棄却。二審は〇三

年一月、原子力安全委員会の安全審査に「見過ごせない重大な

誤りがあった」として設置許可を無効とした。

国は、ナトリウム漏れ事故後、設備改善などを指導、〇二年

十二月に原子炉の設置変更を許可。今年二月、福井県知事が改

造工事を了承するなど 「もんじゅ」の運転再開へ環境は整っ、

ている。

しかし、ナトリウム漏れ事故や事故ビデオ隠し、青森県六ケ

所村の再処理工場の貯蔵プールの漏水、関西電力美浜原発の蒸



気噴出、ＪＣＯ東海事業所の臨界事故などが相次ぎ、国民は安

全性に対して大きな疑問を持っている。

「もんじゅ」は”夢の原子炉”とされ、これまでに約八千億

円の研究開発費が投入されているが、実用化の前段階である実

証炉の目途さえ立っていない。欧米諸国は技術的に難しく、経

済性にも問題があるとして、高速増殖炉の開発から軒並み撤退

している。

国は裁判に勝訴したが、安全性が十分に担保されないまま原

子力政策の基本である核燃料サイクル事業を進めても国民の納

得は得られまい。

３ 本判決は最高裁の法律審としての役割を踏み越えており、その民

事訴訟法３２１条違反は直接再審事由として認められるべきであ

る。

１) 上告審は法律審である

上告審は法律審であるといわれる。上告審が法律審であるという

ことは 次の点を指している 上告理由は憲法違反に限定される 民、 。 （

事訴訟法３１２条 。上告受理申立理由は判例違反と法令解釈に関）

する重要な事項を含む場合に限定する（民事訴訟法３１８条 。そ）

して、原判決において適法に確定した事実は上告裁判所を拘束する

（民事訴訟法３２１条 。このように、高裁の事実認定を基礎に法）

律的に高裁判決に問題がないかどうかを判断するのが最高裁の本来

の使命である。

新堂幸司は 「上告審は、原判決が違法であるかどうかを審査す、

るのに、事件の事実関係を自ら認定し直さず、原判決の手続の経過

及び判断の経過を事後的に審査するにとどまる 」とし、その趣旨。

（ 「 」 ）。を明快に説明している 新堂幸司 新民事訴訟法第三版 ８２８頁

２）民事訴訟法３２１条１項の法意

民事訴訟法３２１条１項は、上告審がもっぱら原判決の憲法その

他の法令違反の有無を審判することを目的とする法律審である（31

2・318①）ことから、原則として、原判決が適法に確定した事実に

拘束されることを明らかにしたものである。３２２条がこの原則に



対する例外を規定する。そして、３２１条２項は、当事者が第一審

判決に対して直接上告する合意をし、飛躍上告した場合には、第一

審判決の事実の確定に違法があることを理由として、原判決を破棄

。 、 、することができないことを規定する 本条の効力として 上告審は

原則として、新たな訴訟資料の提出を許すことなく（最判昭22・12

・23 、また、原審において提出済みの訴訟資料に基づいて独自の）

事実認定をすることもないとされる。

３）事実の認定と法的評価

ここで、最高裁を拘束するのは事実の認定であり、法的評価では

ないとされる。ここで事実問題と法律問題との区別が問題となる。

事実問題とは事実の存否の確定の問題を言い、法律問題とは確定し

た事実の法的評価と法令への適用の問題を言うが、その区別は必ず

しも明確ではない場合がありうる。民法90条の公序良俗違反、同11

0条の正当の理由などのいわゆる規範要件については、公序良俗違

反または正当の理由に該当するかどうかは、法的評価の問題である

から法律問題である。しかし、公序良俗違反または正当の理由に該

当するかどうかの法的評価に影響を与える事実の存否の判断は事実

問題である。

４）最高裁の法律審としての役割を踏み越えている

ところが、今回の判決はこのような最高裁の法律審としての役割

を大きく踏み越え、高裁判決の事実認定について、全面的に筆を入

れて書き直したのである。このような判決は明らかに前記の民事訴

訟法３２１条に違反している。

最高裁判決は高裁の確定した事実関係による拘束を無視して書か

れている。最高裁判決は冒頭に基礎となる事実関係を「原審の適法

に確定した事実関係＜等＞の概要は次のとおりである 」として、。

１－２６頁に原審の適法に確定した事実関係以外の事実を付加して

基本的事実関係として認定しているが、この中には明らかに高裁判

決に基づかない事実が付加されている。しかし、最高裁の法律審と

しての制約からその根拠を示すことは不可能であり、結果として証



拠に基づかない認定がなされている。また、逆に、高裁判決の適法

に確定した事実関係のうち、最高裁の結論に矛盾する事実関係の多

くが、根拠もなくこの認定から脱落しているのである。

冒頭に引用したインタビュー（６月２３日朝日新聞福井版）にお

いて、高橋滋教授は、

「最高裁は、高裁が認定した事実を前提に法的な判断をする。この

場合の事実とは、ナトリウム漏れ事故や安全対策の内容などだ。高

裁が判断した安全審査の違法性は、事実というよりも評価的、法的

判断の要素がある。だから、最高裁が安全審査について違う判断を

しても、法律審の枠を超えたとはいえない 」と述べられている。。

しかし、本訴状において子細に検討したとおり、最高裁は高裁と同

じ事実関係に基づいて、安全審査について違う判断をしたのではな

い。高橋教授は高裁判決と最高裁判決を比較対照して述べているの

ではなく、最高裁が高裁判決の事実関係を書き直すはずがないとい

う前提で述べられているとしか考えられないのである。

また、最高裁判決に同情的な高橋教授も、最高裁判決の結論につ

いては「行政判断の追随なのか、最高裁の見識を果たしたのかは、

判決の技術論をどう見るかで異なる。たとえば、判決は、漏れたナ

トリウムで鋼鉄製の床ライナが腐食することは、基本設計時には知

られていなかったが、その後の詳細設計で対処することが「不可能

でない」とした。それが本当に正しい判断かは技術論の話だ 「行。」

政訴訟には、行政判断の誤りを指摘して、やり直しを求めるという

役割がある 『たとえ多重防護があっても、放射能が外部に漏れる。

可能性は十分にあると原告が説得力ある論理を展開できなければ、

裁判所は行政判断の誤りを指摘すべきではない』という考えが最高

裁の判断の背景にあるとすれば、行政訴訟の役割をあまりにも狭く

限定している 」として、その妥当性に深刻な疑問を呈されている。

ことも銘記されなければならない。

５）民事訴訟法３２１条違反は憲法に定める裁判を受ける権利を侵

害し、直接の再審事由を構成する。

民訴法３２１条は，対審構造を持つ事実審裁判所の審理を通じて

しか、事実の認定はなされないことを確保し、憲法３２条の「裁判

を受ける権利」を三審制の下で実質的に保障するための重要な制度

であって，これを破り，事実認定の権限も能力もない最高裁判所が

証拠に基づかない事実認定を行うことは，憲法３２条に定められた



国民の裁判を受ける権利を侵害する。

このような事態に対して、民事訴訟法は何の救済措置も用意して

いない。しかし、それは司法の最高府である最高裁判所が訴訟法規

を公然と蹂躙するような事態は想定しがたいという考え方に立つも

のと考えられる。

ところが、本判決においては、最高裁は伊方最高裁判決の論理に

忠実に沿って書かれた高裁判決の法論理には何らの問題も発見する

ことができなかったため、判決結果を覆すためには全面的に事実関

係を書き直すしかないとして、あえて民事訴訟法３２１条違反の禁

忌を侵したのである。このような事態を民事訴訟法は予測していな

いために、その救済手段を明示していないのだと考えられる。そし

て、このような重大な最高裁の違法行為に対しては、その救済方法

としては再審を認め、上告を棄却するか、すくなくとも高裁判決を

破棄して事件を事実審に差し戻して事実審理のやり直しを命ずるし

かない。そのためには民事再審を認容するしかないのであるから，

民事訴訟法３３８条の明文に最高裁の民訴法３２１条違反が掲げら

れていないとしても、このような極めて重大な訴訟法違反＝憲法３

２条違反は当然再審事由として認められるべきであると考えられ

る。

４ 本判決における高裁判決の認定事項の内の重大事項の脱落は民事

訴訟法３３８条１項９号の再審事由に該当する。

１）民事訴訟法３３８条１項９号とは

民事訴訟法３３８条１項は「次に掲げる事由がある場合には、確

定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てるこ

とができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を

主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この

限りでない 」とし、その９号に「判決に影響を及ぼすべき重要な。

事項について判断の遺脱があったこと」を再審事由としている。

２）３３８条１項９号は最高裁判決に対する再審事由である

３３８条１項９号の規定する「判決に影響を及ぼすべき重要な事

項についての判断の遺脱」は具体的にはどのような場合をいうので

あろうか。判断遺脱があっても、そのことを理由に不服を申し立て



ることができない判決に判断遺脱がある場合を救済するために認め

られたのが、本号の再審事由である。本号の再審理由は地裁、高裁

の判決については常に不服申立の理由となるので、主として上告審

（ 「 」）。判決に関する再審理由とされている 三谷忠之 民事再審の法理

まさしく、本号は今回のように、事実審の拘束を無視した最高裁

の判断などに対する救済のために設けられた規定といえる。

３）不確定概念における判断の遺脱の判断基準

本号の再審事由は、職権調査事項かどうかを問わず、その判断の

いかんにより判決の結論に影響を及ぼすことになる事項で、当事者

が口頭弁論において主張しまたは裁判所の職権調査を促したにもか

かわらず判断した場合を言う（大判昭7・5・20 。なお、上告状の）

郵送遅配が追完事由にあたる（97）にも関わらず、上告状が上告期

間内に提出されなかったものとして上告却下の決定がなされたが、

右決定に対する判断遺脱を理由とする再審申し立てが認められた事

例がある（福岡高決昭54・12・19 。）

一つの問題は、従来の判例では、間接事実については、請求原因

事実の存否の判断に必要な範囲で判断すれば足り、当事者の主張の

すべてについて判断しなくても９号には該当しないとされているこ

とである（東京高判昭和３３年４月１０日高裁民集１１巻３号２３

１頁 。）

しかし、請求原因事実が一義的に明確な場合と異なり 「安全審、

査の看過しがたい過誤欠落」という要件事実は不確定概念であり、

これに該当するかどうかの判断は法律判断であるが、この概念を構

成する個々の事実は、正当事由や公序良俗違反などの場合と同様に

単なる間接事実とは言えず、その論理的な道筋を構成する重要な事

実は間接事実ではなく、請求原因事実そのものとして判断の対象と

なるものと考えられる。

本件においては最高裁は、高裁判決に含まれない事実関係を新た

に認定した部分と高裁判決に認定された重要事実の認定を脱落させ



た部分の双方が含まれる。すくなくとも、後者の重要事実の認定を

脱落させた部分は、民事訴訟法３３８条１項９号に定める再審事由

に該当する。

５ 最高裁の民訴法３２１条違反並びにその判断から遺脱した事項そ

の１

－判断の前提をなす重大な背景事情－

高裁判決の認定したチェルノブイリ事故の悲惨な被害のこと、プ

ルトニウムの危険性も、世界各国が高速増殖炉の開発をやめたこと

なども、最高裁判決からは脱落している。

１） 原子力災害に対する正常な感覚の欠如

（１）本判決の「原審の適法に確定した事実関係等の概要」では、高裁判決が

認定したチェルノブイリ事故の惨状（高裁判決は３２１頁～３２７頁で詳

細に認定）は全く触れられてない。

（２）伊方最高裁判決やもんじゅの原告適格を認めた最高裁判決でも原子力災

害の惨状に対する認識を示しているのに本判決はそのような認識を示そう

としていない

すなわち、伊方最高裁判決は「 原子炉等規制法２４条１項３号（技術（

的能力に限る）及び４号の趣旨に関し）原子炉が原子核分裂の過程におい

て高エネルギ－放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、そ

の稼働により、内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるもので

あって、原子炉を設置しようとする者が、原子炉の設置、運転につき所定

の技術能力を欠くとき、又は原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命

身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、

深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一に

も起こらないようにするため・・・」としていた。

（３）最高裁判所の裁判官は２人の死者を出した東海ＪＣＯ臨界事故（９９年

９月３０日）や５名の死者を出した美浜３号機の配管破断事故（０４年８

月９日）をどのように考え判決を出したのであろうか。

２） 高速増殖炉の燃料であるプルトニウムの危険性の認識の欠如



（１）本判決の「原審の適法に確定した事実関係等の概要」では、高裁判決が

認定した高速増殖炉の燃料であるプルトニウムの危険性は全く触れられて

ない。

高裁判決は８頁～９頁において「高速増殖炉の燃料として使用され、か

つ、運転によって消費した量以上に増殖されるプルトニウム２３９は、天

然に存在しない人口放射性核種で、破壊力の極めて大きいアルファ線を放

出し、その半減期は２万４１００年とされる （中略 （プルトニウムは）。 ）

軽水炉の燃料となるウラン２３５などよりもはるかに毒性の強い物質であ

る 」としていた。。

（２）もんじゅ原告適格最高裁判決においても 「本件原子炉は研究開発だん、

かいにある原子炉である高速増殖炉であり、その電気出力は２８万キロワ

ットであって、炉心の燃料としてウランとプルトニウムの混合酸化物が用

いられ、その炉心内において毒性の強いプルトニウムの増殖が行われるも

のであることが記録上明らかであって、かかる事実に照らすと、上告人ら

は、いずれも本件原子炉の設置許可の際に行われる規制法２４条１項３号

所定の技術的能力の有無及び４号所定の安全性に関する各審査に過誤、欠

落がある場合に起こり事故等の災害により直接的かつ重大な被害を受ける

ものと想定される地域内に居住すべき者というべきであるから」とし、プ

ルトニウムの毒性の強さをはっきりと認定している。

しかし、このような事実認定は最高裁判決には全く存在しな

い。

３） 高速増殖炉の行く末（世界各国の開発の現状）についての判断の回避

（１）本判決の「原審の適法に確定した事実関係等の概要」では、高裁判決が

認定した「世界における高速増殖炉の現状 （高裁判決３３頁～３４頁）」

については全く触れられてない。

（２）高裁判決３３～３４頁では「現在においては、アメリカ、イギリス、フ

ランス、ドイツなどの主要先進国は、高速増殖炉の研究開発を中止若しく

は断念している。なかでもフランスは、世界で唯一原型炉の次の段階であ

る実証炉（ス－パ－フェニックス）を完成させた国であるが、そのフラン



スでさえも、巨額な資金を投じて建設した実証炉を閉鎖する決定をした。

（中略）しかし、各国に共通を事情を探れば、高速増殖炉の研究開発には

巨額の資金を必要とする一方で、安全性を確保する技術と知見を確立する

にはなお解決困難な課題が残されており、将来的に見て、商業炉としては

採算性が期待できないことが、その政策変更の理由の一つになっていたと

認められる （中略）これに対し、我が国は、これまでのところ、高速増。

殖炉の実用化を目指す方針を堅持している。したがって、原型炉を完成さ

せる段階にまで至った国の中では、事実上、我が国だけが実用化の道を進

んでいることになる 」と認定されていた。。

しかし、このような事実認定は最高裁判決には全く存在しな

い。

４） もんじゅが研究開発段階の原型炉であることを無視

（１）本判決の「原審の適法に確定した事実関係等の概要」では、高裁判決が

認定した軽水炉型原型炉と高速増殖炉では安全審査の在り方や対象が異な

るという事実についてについては全く触れられてない。

（２）高裁判決４１頁では「既に世界各国で実用炉（商業炉）として稼働して

いる軽水炉型原型炉のように、ほぼ技術的には解明され、多くの経験と知

、 （ ） 、見が蓄積されている原子炉もあれば 本件原子炉 高速増殖炉 のように

未だ研究開発段階で稼働実績に乏しく、技術・知見ともに不十分な原子炉

も存在する。このように実績、技術、知見などの異なる原子炉の間では、

その安全審査のあり方に差が生ずるのは当然である （中略）研究開発段。

階の原子炉であれば、実績、技術、知見などの不十分さの故に、その安全

審査には、安全裕度を高くする慎重かつ保守的な対応が求められるのであ

り、審査すべき「基本設計の安全性にかかわる事項」が軽水炉の場合と比

較して、広範囲にわたることはやむを得ない 」と認定されていた。この。

点は、本件の二次系ナトリウム漏えい対策をめぐる基本設計の範囲を考え

る上で、高裁判決の判断の根拠をなす重要な認定であった。

６ 最高裁の判断から遺脱した事項２



－二次冷却材漏洩事故対策関連－

１）はじめに

最高裁判決は、最初に「原審が適法に確定した事実関係等」と

して、３点の技術的争点の安全審査に関する事実関係を認定して

いる。しかし、その記述は、高裁判決で事実関係として双方から

挙げられた事実関係事項のうち、上告人（経済産業大臣）の主張

だけが抜き出されているうえに、設置変更申請時の事実関係及び

動燃独自の解析作業など当該安全審査とはまったく無関係な事実

関係がいつ誰が行ったことかも銘記しないで、無原則的に羅列さ

れており、極めて恣意的かつ公平性、系統性にまったく欠けたも

のである。その詳細を以下に各項目別に見ていくこととする。

２）２次冷却材漏えい事故対策に関する具体的審査基準

２次冷却材漏えい事故とは，原子炉出力運転中に２次主冷却

系配管が破損し２次冷却材ナトリウムが漏えいする事故をいう。

冷却材として液体ナトリウムを用いる高速増殖炉に特有の事故

である。

「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」別紙のⅡは，この２

次冷却材漏えい事故を，安全審査において 「事故」として選定，

して安全評価を行うことを命ずる事象（設計基準事象）のうち，

「炉心冷却能力の低下にかかわる事故」の一つに指定し，この

，「 」事故が発生した場合にも 炉心の十分な冷却が可能であること

という基準に適合する安全対策を講じることを求めている（乙

ィ７「安全評価の考え方」別紙のⅡの「(3.2)事故」の判断基準

＝｢安全委員会安全審査指針集｣653頁，654頁 。）

もんじゅの原子炉設許可申請書における説明では，２次冷却

材漏えい事故が発生すると，①中間熱交換器での除熱能力が低

下し，原子炉容器入口のナトリウム温度が上昇するため，炉心

の安全な冷却ができなくなること，②漏洩ナトリウムの顕熱及



び燃焼熱によって部屋の雰囲気温度あるいは床面に設けたライ

ナの温度が上昇することにより，ライナが果たすべきナトリウ

ムとコンクリートの接触防止機能に悪影響を与える可能性があ

ること，③空気雰囲気の部屋の内圧が上昇して建物及び構築物

の健全性を損なう可能性があることの各事態が危惧されるとし

ている。したがって，上記各事態への拡大防止策がいずれも万

全でなければ，当該基本設計は 「炉心の十分な冷却が可能であ，

ること」という基準に抵触することになる。

３）本件設置許可の安全評価における解析

(1) 動燃の安全評価

動燃が，２次冷却材漏えい事故を想定して行った漏えいナ

トリウムによる熱的影響の解析は，次のようなものである。

なお，解析の中に出てくる「設計温度」とは，床ライナがこ

の温度まで全面一様に加熱されても，熱膨張によって部屋の

壁と干渉しないように設計するために設定された基準となる

温度である。

ⅰ 流出，移送過程における熱的影響の解析

漏えいナトリウムが漏えい口から床ライナ上に流出落下し，

床ライナ上を流れて連通管開口部に達するまでの流出，移送

過程における熱的影響の解析については，計算コードＳＰＲ

ＡＹーⅡ及びＳＯＦＩＲＥ―ＭⅡを用い，もんじゅの設計に

即して，室内空間容積，漏えい口の大きさ，漏えいナトリウ

ムの量及び温度などの解析条件を具体的に仮定したうえで，

２次主冷却系配管室及び過熱器室における内圧，雰囲気温度

及び床ライナ温度の時間的変化を解析した。

解析の結果，２次主冷却系配管室については，内圧上昇は

約０．２２ｋｇ/ｃ㎡で，耐圧０．６ｋｇ/ｃ㎡以下にとどま

り，床ライナの最高温度は約460℃で設計温度530℃にとどま

った。また，過熱器室については，内圧上昇は約０．０７ｋ



ｇ/ｃ㎡で，耐圧０．６ｋｇ/ｃ㎡以下にとどまり，床ライナ

の最高温度は約５２０℃で設計温度530℃にとどまった。

ⅱ 貯留後における熱的影響の解析

漏えいナトリウムが貯留場所に貯留された後における熱的

影響の解析については，計算コードＳＯＦＩＲＥ―ＭⅡを用

い，もんじゅの設計に即して，貯留速度，貯留ナトリウムの

量及び温度，貯留ナトリウムの燃焼状態などの解析条件を具

体的に仮定したうえで，２次ダンプタンク室における雰囲気

温度，床ライナ温度及び建物コンクリート温度の時間的変化

を解析した。

解析の結果，２次ダンプタンク室における，床ライナの最

高温度は約4８0℃で設計温度530℃にとどまった。また，建物

床コンクリートの最高温度は約１３０℃であり，コンクリー

トの健全性が損なわれることはない。

(2) 原子力安全委員会の評価

， （ ， ） ，そして 原子力安全委員会 以下 安全委員会ともいう は

本件安全審査において，これらの解析の内容と結果を妥当なも

のと判断した。

４）溶融塩型腐食損傷の知見欠落と調査審議判断過程の看過し難い

過誤欠落

ところで，ナトリウムとコンクリートが直接接触すると，ナトリ

ウムとコンクリート中の水分が激しく反応し，コンクリートは水分

を奪われて強度を失うともに，この急激な反応によって発生する水

素が部屋の内圧を上昇させ，さらに空気中の酸素が水素と激しく反

応する燃焼熱も加わって建物及び構築物は健全性を損なわれる可能

性があるが，それは，上記１のとおり 「安全評価の考え方」所定，

，「 」の安全性の判断基準のうち 炉心の十分な冷却が可能であること

という基準に抵触する。



本件安全審査について問題となったのは，高温の漏えいナトリウ

ムによる腐食により，床ライナ自体に貫通孔が生じて，ナトリウム

とコンクリートが直接接触する場合があることが全く想定されてい

なかったために，この点に関する解析が欠落し，安全評価を誤った

ことである。

設置許可申請書における，２次冷却材漏えい事故が発生した場合

に危惧される事態の想定（上記１）からも，漏えいナトリウムによ

る腐食により，床ライナ自体に貫通孔が生じて，ナトリウムとコン

クリートが直接接触する事態は漏れている。漏えいナトリウムによ

る熱的影響に関する解析過程（上記２）をみても，室内圧の上昇，

雰囲気，床ライナ及び床コンクリートの温度変化，最高温度のみが

解析，検討され，床ライナの最高温度についても，熱膨張によって

部屋の壁と干渉を起こすことのない設計温度の範囲内におさまるか

否かが検討されているのみである。漏えいナトリウムの及ぼす影響

の安全評価において，最も深刻な事態が想定されていなかったとい

える。

， ， ，それは 安全委員会が 鋼の融点は約１５００℃であるのに対し

漏えいナトリウムの温度はせいぜい数百度程度にとどまり，鋼製床

ライナが漏えいしたナトリウムの顕熱や燃焼熱で溶融することはな

いから ライナに貫通孔が生じることはないと考えたからである 一， （

審佐藤証言 。つまり，鋼には，溶融以外にも，高温下における溶）

融塩型腐食（界面反応による腐食）によって減肉し，条件次第で貫

通孔が生じるという知見が欠けていたのであり，これは，本件処分

当時の高速増殖炉の開発及びその安全審査の関係者にとっては，問

題意識があれば知り得た知見であったが，安全委員会はこれを知ら

なかったのである。

溶融塩型腐食の現象は，漏えいナトリウムの燃焼による高温によ

り，室内のコンクリート壁から多量の水分が放出され，水分とナト

リウムが反応して水酸化ナトリウム等の溶融体を生成し，これに過

酸化ナトリウムが溶け込んで過酸化物イオンとなって，鋼鉄製の床



ライナを急速に腐食させるという過程をたどる。溶融塩型腐食が生

じた場合，条件次第で床ライナに貫通孔が生ずる場合があり，そう

なれば，漏えいナトリウムとコンクリートとの直接接触の防止とい

う床ライナの機能は果たされない。そこで，安全委員会ナトリウム

漏えいワーキンググループの平成１０年４月２０日付第３次調査報

告書は，溶融塩型腐食の腐食速度が，温度上昇に伴って指数関数的

に増大することを理由に，床ライナ腐食抑制対策として，最高温度

， ， ，を低く抑えること 及び 高温の持続時間を短く抑えることの両方

又はいずれかの策を講ずることを指示した。設置申請者動燃は，こ

の指示を受けて，平成１０年５月付報告書において，２次ナトリウ

ム漏えい事故対策の設備改善策として，ナトリウムドレン（抜き取

り）と，窒素ガス注入の設備を追加することを報告したうえ，もん

じゅの基本設計における「漏えいナトリウムとコンクリートの直接

接触防止策」について，従来，唯一の対策であった 「床面に鋼製，

のライナを設置し，漏えいしたナトリウムを貯留タンク等へ導き貯

留する」という設計に加えて，ナトリウムドレン（抜き取り）と，

窒素ガス注入の設備を追加することを内容とする変更許可を申請し

た。そして，安全委員会は，その妥当性を確認した。以上の検討に

基づく措置によって，もんじゅの基本設計における安全対策の不備

は是正された。

すなわち，安全委員会は，溶融塩型腐食が生じた場合，条件次第

で床ライナに貫通孔が生ずることに加えて，溶融塩型腐食の腐食速

度は 温度上昇に伴って指数関数的に増大することから 従来の 鋼， ， 「

鉄製床ライナを敷く」という対策だけでは安全性を確認することが

できないと判断し，新たに，床ライナ腐食抑制対策として 「最高，

温度を低く抑えること ，及び 「高温の持続時間を短く抑えるこ」 ，

と」の両方，又はいずれかの対策を講ずることを求め，この指示に

基づいて，変更許可手続は行われたのである。

これを法的に評価すれば，安全審査には，溶融塩型腐食に関する

調査審議判断過程に過誤欠落があり，かつ，その過誤欠落は「看過



し難い」ものであると解するほかはない。

５）鋼製床ライナを設置するとの基本設計が不合理でないとの判示

は誤りであること

これに対し，最高裁判決は 「２次冷却材漏洩事故に対して床面，

に鋼製のライナを設置するという対策を行うことはその有効性を失

わず，鋼製の床ライナを設置するとの本件原子炉施設の基本設計を

もって，不合理なものということはできない 」と判示するが，こ。

の判示部分は誤りであると考える。

上記４の知見を前提とした基本設計における「漏えいナトリウム

とコンクリートとの直接接触の防止対策」の変更の方法としては，

論理上，次の４種類が，いちおう考えられる。

「 」① 漏えいナトリウムとコンクリートとの直接接触の防止対策

，「（ ） 」として 対策をとること床ライナの設置以外の何らかの有効な

に変更する。

何らかの他の有② 床ライナの材質として 「 鋼製ライナ以外の， （

）ライナを設置すること」と変更すること効な特定の材質の

予測される如何なるレベルの溶融③ 鋼製床ライナについて 「， （

） 」塩型腐食にも耐える程度の板厚等の 鋼製床ライナを設置すること

と変更すること

④ 最高温度を低く抑えること

⑤ 高温の持続時間を短く抑えること

安全委員会が，上記①ないし⑤の対策のうち，④，⑤の対策を指

示し，動燃が安全委員会の指示する方策の中から，⑤の「高温の持

」 ，続時間を短く抑えること という指示にそう具体的変更方法として

ナトリウムドレン（抜き取り ，窒素ガス注入の対策を追加したの）

は，科学技術的，経済的，その他種々の観点から，それらが最も現

実的で妥当な対策であると考えたからである。この場合，安全委員

会には，専門技術的裁量として，①ないし⑤の安全対策のいずれを

指示するかを，科学的見地から判断する権限が認められる。



ただし，最高裁の判示の論理は，上記各変更方法のうち，①また

は②の方法以外にとるべき変更方法がない場合に限って，当該設置

許可は違法になり，それ以外の場合は違法ではないというものであ

るが，それは具体的審査基準に基づく安全審査の考え方とは明らか

に異なる。

安全審査は，原子炉等規制法１条の定める周辺住民等の生命等の

保護という目的を達成するために，基本設計における安全対策が，

具体的審査基準の定める判断基準に適合することを確認することに

ほかならず，その判断は，科学的見地から一義的になされるもので

あって，その判断こそ，設置許可の適法性の判断を基礎付けるすべ

てである。そして，本件において，溶融塩型腐食にかかわる上記３

の知見を前提とした安全委員会における検討の結論は，従来の「鋼

鉄製床ライナを敷く」という対策だけでは 「炉心の十分な冷却が，

可能であること」という判断基準に抵触し，それを是正する必要で

あるというものであった。これに対し，①ないし⑤の安全対策のい

ずれが可能であるかは，具体的審査基準の求める安全性確認の判断

とは次元の異なる問題である。

最高裁の掲げる 「元の安全対策を維持しつつ新たに安全対策を，

追加することで安全性が確認できるか否かによって適法性を判断す

」 ， ，る という判断基準は 安全審査における判断基準に屋上屋を画し

安全審査における判断基準とは異なる基準で処分の違法性を判断す

ることを求めるものであり，科学的根拠に欠けるとともに，最高裁

伊方判決が否定したはずの「判断代置方式」にほかならない。

６）後続処分段階での対処が不可能又は非現実的ではないとの判示

は誤りであること

次に，最高裁判決のうち 「床ライナ腐食対策につき，後続の設，

計及び工事の方法の認可以降の段階で行うことによって対処するこ

とが不可能又は非現実的であるとはいえず，これを原子炉設置の許

可の段階においては安全審査の対象に含めないことをもって，不合



理であるとはいい難い」と判示しているが，これにも同様の問題が

ある。

ⅰ 基本設計の安全性が確認できない場合に詳細設計の改善に期待

することは許されないこと

まず，このうち 「床ライナ腐食対策につき，後続の設計及び，

工事の方法の認可以降の段階で行うことによって対処すること

が不可能又は非現実的であるとはいえない」とする判示部分は

誤りである。

なぜなら，設置許可段階における安全審査は，基本設計におけ

る安全対策の妥当性を確認することであり，それが確認できな

ければ 設置許可はそもそも許されない 下山俊次 原子力 ５， 。 「 」（

１５頁 （筑摩書房「現代法学全集５４ ）も 「基本設計におい） 」 ，

て安全性に疑義のある施設はもちろん許可されないし，いかに

工事施行の段階で軌道修正を行おうとしても，それは出来ない。

したがって，その場合は，基本設計自体の変更を行わねばなら

ず，当然，設置許可の変更として新規の申請と同様の安全審査

が行われる（２６条 」と指摘している。高橋滋は，より端的）。

に 「基本設計に関する安全審査の不備について，別個の行政処，

分である後続処分段階において審査されるべき事項による手当

の可能性があることを理由として救済することはそもそも許さ

れない 「詳細設計に係る事項についての原告の主張を審理の。」，

対象から除外する一方，基本設計に関する安全審査の不備につ

いては，後続の安全審査の内容をも考慮し，事実上瑕疵の治癒

を認めるものであるとの批判は正当である。当該問題が基本設

計ないし基本的設計方針に関する事項であると認定した以上，

裁判所は，右問題に関する審査のやり直しを通産大臣及び安全

委員会に求めるべきであ」ると指摘している（高橋滋「わが国

の原発許可手続における『段階的安全規制』方式とその法的諸

問題」30～31頁＝注16。同｢最近の原発安全論争と原発訴訟判決｣

=判例タイムズ726号133,134頁，同「先端技術の行政法理」193



頁末９行以下 。）

詳細設計における安全対策に譲ることができるのは，設置許可

段階において，具体的審査基準の求める基本設計の安全性が確

認できることが前提となる。基本設計の安全性を確認すること

ができない場合に，当該安全対策問題を詳細設計における安全

対策の改善に期待し，詳細設計段階の審査に譲ることは許され

ない。かかる措置は，基本設計の安全性は行政庁審査と安全委

員会審査のダブルチェックによって確認するという原子力規制

行政の根幹にかかわる重大問題であり，専門技術的裁量権限を

超える違法な行為として許されるとことではない。

本件についていえば，溶融塩型腐食が生じた場合，条件次第で

鋼製床ライナに貫通孔が生ずることが判明し 「鋼製床ライナを，

敷設する」という基本設計における従来の対策だけでは，漏え

いナトリウムとコンクリートとの直接接触を防止するという具

体的審査基準の求める安全性は確認できないのであるから，基

本設計における安全対策として，床ライナ腐食対策を追加する

必要があるのであり，事実，そのとおりの手続が行われたので

あって，これを，後続の設計及び工事の方法の認可以降の段階

で行うことによって対処することは許されないのである。

最高裁の上記判示は，ここでも，安全委員会における安全審査

の枠組みとは異なる判断基準を持ち込むことによって，具体的

審査基準や，原子力規制行政実務において許されていない設置

許可を適法と判断する誤りを犯しているものであり，科学的根

拠に欠けると共に，これも判断代置の誤った理論というほかは

ない。

ⅱ 後続処分において，安全評価の解析条件に抵触する変更は許

されないこと

また 「床ライナ腐食対策につき，後続の設計及び工事の方法，

の認可以降の段階で行」い 「これを原子炉設置の許可の段階に，

おいては安全審査の対象に含めないことをもって，不合理であ



るとはいい難い」とする判示部分は，床ライナの板厚，形状等

が基本設計の安全性にかかわる事項ではないという理解を前提

としているようであるが，それは 「基本設計の安全性にかかわ，

る事項」の概念に対する誤解である。

「基本設計の安全性にかかわる事項」は，基本設計の安全性を

判断するための審査対象事項に加えて，安全審査を判断するた

めの前提条件となる事項をも含む概念である。

上記２に摘示した本件設置許可申請書における漏えいナトリウ

ムの熱的影響に関する解析の方法，及び結論をみても，内圧上

昇が建物及び構築物の耐圧限界より十分に低く，床ライナの最

高温度が設計温度を下回り，建物コンクリートの温度も過度に

上昇することなく，健全性が損なわれることがない等と，具体

的な数値を示して結論が記載されているが，それは，後続処分

に委ねてよい細部のわたる事項（詳細設計事項）を除き，解析

の前提となる諸条件がある程度具体的に設定されていることを

物語っている。このように，基本設計の安全性に係わる事項の

， ，「 」審査は 高橋滋が 基本設計の安全性の審査はある程度の資料

をもって行われると指摘しているとおり(高橋「先端技術の行政

法理」111頁)，純粋の詳細設計事項は別としても，予定された

原子炉施設の具体的諸条件を想定したうえで行われるのである。

本件設置許可申請における，漏洩ナトリウムの熱的影響の解析

においては，顕熱，燃焼熱が床ライナを介して床コンクリート

に及ぼす熱的影響如何，上記熱による床ライナの膨張が建屋に

及ぼす影響如何が，内圧や温度の変化などの具体的数値を示し

て解析され，具体的数値で示された耐圧や設計温度の範囲内に

納まることが示されているが，そのことは，解析の条件として

必要な床ライナの板厚，形状等についても，ある程度具体的に

特定したうえで解析が行われ，その結果，基本設計における安

全対策の妥当性（基本設計の安全性）は確認されたことを物語

っている。その意味で，床ライナの厚さ等は，本件設置許可申



請時においても，基本設計の安全性を評価するための前提条件

として，基本設計の安全性にかかわる事項に含まれていたと考

えられるのであり，床ライナの板厚，形状等が基本設計の安全

性にかかわる事項ではないという理解は誤りである。

このように，床ライナの「板厚等」が，基本設計の安全性にか

かわる事項とされていたことは，その限りで，設計及び工事方

（ ）， ，法の認可 炉規制法27条 その他の後続処分の審査においても

審査の前提条件となり，後続処分において，これに抵触するよ

うな変更は許されないことを意味する（原子炉設置許可処分の

拘束力 。たとえば，本件「もんじゅ」の設計及び工事方法の認）

可における「設計及び工事の方法の認可申請書」を見ても，ラ

イナの板厚を６㎜と前提して，耐震性の面，及び，構造強度の

面から検査が実施されており，その反面，板厚をナトリウムと

コンクリート床との直接接触防止機能如何の観点からの検討し

た旨の記載はないが，それは，後者の側面からの検討は，既に

設置許可段階の安全審査において，板厚を６㎜程度として解析

したことにより終了し，設計及び工事方法の認可の段階では，

改めて検討が行われなかったことを示している（甲ィ467「高速

増殖炉もんじゅ発電所原子炉施設の計画及び工事の方法の認可

申請書」2-5,６頁，2-8頁 。）

最高裁判決の 「床ライナ腐食対策につき，後続の設計及び工，

事の方法の認可以降の段階で行うことによって対処することが

不可能又は非現実的であるとはいえない」という判示は，床ラ

イナの板厚，形状等を，後続の設計及び工事の方法の認可以降

の段階で自由に決定することができるという理解に立つようで

あるが，床ライナの板厚，形状等の中には，解析の前提条件と

して基本設計の安全性にかかわる事項に含まれる事項も少なか

らずあるはずであり，後続処分において，それに抵触するよう

な変更は許されないのであるから，軽々に「不可能又は非現実

的であるとはいえない」と断定することも誤りである。



７ 最高裁の判断から遺脱した事項３

－蒸気発生器伝熱管損傷事故対策関連－

１）蒸気発生器伝熱管破損事故の重要性と安全審査の具体的内容

（１）蒸気発生器伝熱管の損傷しやすさ

ナトリウムを冷却材とするもんじゅにとって蒸気発生器は、薄

い伝熱管壁を介してナトリウムと水との熱交換を行う点で大きな

弱点を持ち 「アキレス腱」と呼ばれている。伝熱管が破損して、

水とナトリウムが接触すれば、激しい水・ナトリウム反応が発生

し、高温高圧になり、更なる伝熱管破損が連続して起こるからで

ある。

（２）評価の考え方に示された安全審査基準

「評価の考え方」は、ＬＭＦＢＲの安全設計について、ナトリ

ウムに関しては 「ナトリウムが化学的に活性であるためナトリ，

ウム火災対策 を考慮した設計が必要であること 中間冷却系 注」 ， （

：二次系ナトリウムをさす）について 「中間冷却は，一次冷却，

系から冷却材が中間冷却系に漏れ出すことのない設計とするとと

もに，水・蒸気系側からの中間冷却系への漏洩が生じた場合（注

：蒸気発生器の伝熱管破損が起きた場合という意味である）にも

安全が確保できる設計が必要である 」とされ，蒸気発生器伝熱。

管破損事故が発生し，水・蒸気側から中間冷却系に漏洩が起き，

ナトリウムと水との爆発的な反応が発生しても安全が確保できる

ことを設計上の課題とし，安全審査において確認すべき事項とし

ている。

そして，このことを確認する手段として安全評価においてナト

リウムの化学反応に関する事故として「蒸気発生器伝熱管破損事

故」を選定して評価を行うこととされている。

伝熱管の破断によって，水・ナトリウム反応が発生し，高い圧

力が生ずることは，ナトリウムを冷却材とするＬＭＦＢＲの特徴

に由来する問題であり，その特殊性に由来する評価である。

蒸気発生器の伝熱管破損事故における判断基準は，事故によっ

て発生する高い圧力によって，事故が生じた蒸気発生器（蒸発器

または過熱器のいずれか）並びに当該ループの他の健全な蒸気発



生器（蒸発器の場合は過熱器、過熱器の場合は蒸発器 ，２次主）

冷却系機器・配管，及び中間熱交換器等の設備が破損を受けるか

どうかを検討することである。

（３）蒸気発生器伝熱管破損事故解析の具体的内容

蒸気発生器においてナトリウム・水反応が発生した場合の影響

を評価するため，原子炉出力は定格出力の１０２％、解析対象ル

ープは２次主冷却系配 管長が最短のループとした上で、次の解

析条件が用いられている。

① 蒸発器の管束部下部において，初期スパイク圧評価として

は，伝熱管１本が瞬時に完全破断を起こすものとする。また，準

定常圧評価としては，伝熱管破損伝播の影響を考慮して，伝熱管

４本が同時に完全破断するものとする。

② 蒸気発生器及びナトリウム・水反応生成物収納容器の圧力

開放板は，設定圧力に誤差を考慮した最大圧力で開放するものと

する（ここでカバーガス圧力計に言及がない点が本最高裁判決の

誤りの構造を理解する上で極めて重要である 。）

解析結果によれば，破断初期において蒸発器胴部に作用するい

わゆる初期スパイク圧力のピーク値は約２３ ㎏／㎝ であり，蒸２

発器の胴の歪みは小さく，塑性歪みには至らない。この初期スパ

イク圧の伝播に対して中間熱交換器及び２次主冷却系の機器・配

管は塑性歪みを生じるには至らず，各設備の健全性は保たれる。

また，初期スパイク圧減衰後から事故終止まで持続している準定

常圧は，伝熱管破損伝播による影響も含め,蒸気発生器において
２ ２約９㎏／㎝ 以下及び中間熱交換器２次側において約１３㎏／㎝

以下であり, 準定常圧に対しても蒸気発生器，２次主冷却系機

器・配管及び中間熱交換器の歪みは塑性歪みには至らず，各設備

の健全性が損なわれることはない。

従って，この事故が生じると，ナトリウム・水反応生成物収納

設備の作動により，プラント自動停止操作が行われ 「２次主冷，

却系循環ポンプ回転数低」信号により原子炉は自動停止する。こ

れに伴い，健全ループの各循環ポンプはポニーモータにより低速

運転され，炉心の冷却能力が失われることはなく，また，原子炉

冷却材バウンダリの健全性が損なわれることはない （高裁判。」

決２３９－２４０ページ）



２）高温ラプチャについて安全審査がなされていない事実について

の認定欠落

（１）高裁判決の認定事実の完全欠落

本件において高裁判決が蒸気発生器伝熱管破損事故に関し

ての安全審査に看過しがたい過誤欠落があると判断した、決

定的な根拠は申請者である動燃が許可処分前に実施した模擬

実験において高温ラプチャ現象が発生する実験結果が発生し

ていながら、その事実を科学技術庁、原子力安全委員会にも

報告しなかったこと、そのため安全審査において高温ラプチ

ャの発生の可能性について調査審議が一切なされていないと

いう厳然たる事実を認定したからである。

ところが、最高裁は高裁判決の認定した事実の内でこの決

定的な事実を見事に脱落させている。

「 １）高裁判決の認定（

「ア 本件許可申請書の添付書類十の蒸気発生器伝熱管破損

事故の項目には，同事故の解析条件として「初期スパイ

ク圧評価としては，伝熱管１ 本の瞬時両端完全破断を

想定する。また，準定常圧評価としては伝熱管の破損伝

播の影響を考慮して伝熱管４ 本の両端完全破断相当の

水漏えいを想定する 」との記載がある（本節，第３。

の２ 参照 。しかし，本件許可申請書には，蒸気発生）

器伝熱管の破損伝播の原因となる高温ラプチャに関する

記述は一切見当たらない（乙１６ 。）

そして，本件申請者の職員で，平成６年７月にもんじ

ゅ建設所副所長に就任した大後美道は，その陳述書（乙

イ４３ ）において「昭和５０ 年ころ，もんじゅ蒸気発

生器の設計基準水リークとして，初期事象として伝熱管

１本の瞬時両端完全破断(いわゆる瞬時ギロチン破断)，

さらに，伝熱管破損伝播による影響を考慮して伝熱管４

本の両端完全破断相当の水リーク率としました。これ



は，初期事象としては，伝熱管１ 本からの水リークと

しては，瞬時ギロチン破断が最大値であることから，伝

熱管破損伝播による影響としては（中略）各種のナトリ

ウム－水反応試験から得られていた研究成果や，当時の

， ，海外情報を基に 伝熱管破損伝播のメカニズムとしては

ウェステージ型破損が支配的であると考え，４本両端完

全破断相当の水リーク率を考えれば十分保守性があるで

あろうと判断し，設計基準水リークとしたものです。同

じリーク孔であれば，水リーク率は，水・蒸気密度の高

い蒸発器の方が過熱器よりも大きくなりますので，設計

基準水リークとしては，４本両端完全破断が蒸発器で発

生するとして，水リーク率は約５０kg/s となります 」。

と述べている。

イ 科学技術庁が本件安全審査の際に作成して原子力安全

委員会に提出した安全審査書案の蒸気発生器伝熱管破損

事故に関する記述は，前記（本節，第４ の２ ）のとお

りであるが，これは，本件許可申請書添付書類十に記載

された解析の条件とその結果をそのま是認したにとどま

， ， 。 ，り 高温ラプチャに関しては 何ら触れていない また

原子力安全委員会が内閣総理大臣に提出した「動力炉・

核燃料開発事業団，高速増殖炉もんじゅ発電所の原子炉

の設置について」の答申（乙１４ の３ ）も，高温ラプ

チャに言及したところはない。

ウ 本件申請者が行ったＳＷＡＴ 試験で高温ラプチャが

生じたＲｕｎ －16 （実施した時期は本件安全審査が行

われていた昭和５６年）の試験結果が科学技術庁に情報

提供（報告）されたのは，本件許可処分後の平成６年１

１月であり，科学技術庁がこれを原子力安全委員会に報

告したのは，平成１０年４月のことである（本節，第６

の４ 参照 。また，高温ラプチャによって伝熱管が大）



量に破損したイギリスのＰＦＲ 事故が起こったのは，

（ ，本件許可処分後の昭和６２年２月のことであった 本節

第７ 参照 。）

エ 京都大学原子炉実験所の小林圭二は，その陳述書（甲

イ４４４ ）において「ＰＦＲ 事故が起こるまでは，高

温ラプチャが現実のプラントで大規模に発生するとは，

世界の専門家の誰も予想していなかったことである 」。

旨を述べているが，この小林の供述が誤りといえないこ

とは，１９９０年９月に行われたＩＥＡＥ （国際原子力

機関）の蒸気発生器破損伝播に関する専門家会議の報告

書（甲イ１８４ ）からも窺われるところである。また本

件許可申請前の昭和５３ 年１２ 月に原子力安全委員会

原子炉安全専門審査会委員になり，平成１０ 年４ 月，

原子力安全委員会委員長に就任した原審証人佐藤一男の

証言によれば本件安全審査当時原子力安全委員会は高温

ラプチャという破損伝播に関するメカニズムの知見自体

を欠いていたと疑わざるを得ない。

オ 本件安全審査当時の昭和５６ 年２ 月に科学技術庁原

子力安全技術顧問となり昭和６２ 年１１ 月原子力安全

委員会原子炉安全基準専門部会委員に平成５年６月原子

力安全委員会原子炉安全専門審査会委員に各就任した原

審証人斎藤伸三は，主尋問において，イギリスのＰＦＲ

事故以前から，伝熱管の破損伝播の現象としてウェステ

ージ型と高温ラプチャ型の２種類があることは認識して

おり，本件申請者の実験等により本件原子炉施設の蒸気

発生器では高温ラプチャは起こらないことを確認した旨

証言する一方，反対尋問において，高温ラプチャが起こ

らないことを確認した本件申請者の実験とはＳＷＡＴ －

３ 試験のことであると証言している。しかし，前述のと

おり，本件申請者がＳＷＡＴ 試験の結果を科学技術庁に



報告したのは本件許可処分後の平成６年１１月のことで

あるから，本件安全審査当時，科学技術庁がＳＷＡＴ 試

験の内容を知る由もなく，上記原審証人斎藤の証言が，

本件安全審査当時，科学技術庁が高温ラプチャが生じな

いことを確認していたという趣旨であれば，同証言は到

底措信できるものではない。

カ 以上の事実によれば，本件申請者は，本件許可申請当

時，蒸気発生器の伝熱管破損事故において高温ラプチャ

が生ずるとは想定していなかったことが明らかであり，

審査機関である科学技術庁及び原子力安全委員会も，本

件申請者がした解析を単に是認したにとどまり，高温ラ

プチャによる破損伝播が生じるかも知れないとの観点か

ら，本件安全審査を行ったと認めることはできない。

そうすると，総理大臣は本件原子炉施設の蒸気発生器

において高温ラプチャが生じないことを確認したとの被

控訴人の主張は採用することができず，本件安全審査に

， ，おいては 蒸気発生器伝熱管破損事故の安全評価につき

高温ラプチャによる伝熱管の伝播破損の可能性の調査審

議及び判断を欠落したものというべきである 」。

（高裁判決２５７－２６０頁）

この部分は、高温ラプチャ現象について何ら安全審査がな

されていないということを高裁判決が確認した、最も重要な

部分であり、これを最高裁判決は欠落させているのである。

申請者が実施し、高温ラプチャの発生を見たＲＵＮ１６の実

験結果を、国民に公開しないだけでなく、安全審査機関にも

秘匿したままで許可を得たことは、本件安全審査の決定的と

いってよい瑕疵である。

（２）最高裁判決の認定する高温ラプチャに関する判示について

確かに、最高裁判決は、



「(ｵ) なお，ウェステージ効果によって，隣接伝熱管が損耗

し，又は減肉する現象をウェステージ現象といい，ウェス

テージ現象によって隣接伝熱管が破損することをウェステ

ージ型破損という。他方，ナトリウム・水反応によって生

ずる高温の反応熱のために隣接伝熱管の機械的強度が低下

し，隣接伝熱管が内部の圧力によって急速に膨れて破裂す

る現象を，高温ラプチャ現象といい，同現象によって隣接

伝熱管が破損することを，高温ラプチャ型破損という。高

温ラプチャ現象は，漏えい規模が毎秒１㎏程度を超えるよ

うになると発生する可能性がある。ウェステージ型破損及

び高温ラプチャ型破損とも，他の伝熱管へと伝ぱする可能

性があるが，一般に，ウェステージ型破損よりも，高温ラ

プチャ型破損の方が，短時間に多数の伝熱管を破損させる

おそれが高いとされる （最高裁判決１３－１４頁）。」

などと認定するが、このこと自体がわかったのは、安全審査

よりもはるかに後のことであるという決定的に重要な事実がこ

の認定からは欠落してしまっているのである。

（３）最高裁判決の認定する動燃模擬実験の経緯から脱落したもの

また、最高裁判決も、動燃の模擬実験について以下の通り一

定の事実を認定している。

「ク 動燃は，ナトリウム・水反応事故に対するシステムの

健全性の確認等を目的としてＳＷＡＴ試験を行い，その一

環として昭和５０年６月から実施したＳＷＡＴ－３（蒸気

発生器安全性総合試験）の１９回の試験のうち後半の１２

回（Ｒｕｎ－８ないし１９）において，本件原子炉施設の

２次主冷却系の主要機器及び配管を約５分の２の縮尺で模

擬した装置を用いて，初期事象として小・中リークから始

まる伝熱管破損伝ぱの有無，範囲等を試験した。このうち

高温ラプチャ型破損を対象とした試験は，Ｒｕｎ－１６，

１７及び１９である。



昭和５６年に行われたＲｕｎ－１６においては，１次リ

ーク平均注水率（初期漏えいにおける単位時間当たりの平

均注水量）を毎秒２２００ｇ，注水時間を６０秒，総リー

ク水量を２２８㎏とし，注水管（水漏えいを起こす管）の

周囲に配置されるターゲット管として静止水管（水又は蒸

気の流動がない伝熱管）６本及びガス加圧管（水又は蒸気

の代わりに窒素ガスを充てんして内部加圧した伝熱管）４

８本が用いられた。同試験の結果は，静止水管のうち１本

が，ガス加圧管のうち２４本が，それぞれ高温ラプチャ現

象によって破損するというものであった。

昭和６０年に行われたＲｕｎ－１９においては，１次リ

ーク平均注水率を毎秒１８５０ｇ，注水時間を３２秒，総

リーク水量を６１㎏とし，ターゲット管として流水管３本

及びガス加圧管１５本が用いられた。同試験の結果は，ガ

ス加圧管のうち５本が高温ラプチャ現象によって破損した

が 流水管に破損したものはないというものであった 最， 。」（

高裁判決１６頁）

と認定する。

しかし、何よりも肝心なこの実験結果が科学技術庁にも

原子力安全委員会にも秘密にされたことがこの事実認定結

果からは完全に欠落している。また、ＲＵＮ１６は許可前

の実験であり、ＲＵＮ１９は許可処分の後の実験であるこ

とも明記されていない。

（４）また、最高裁判決は高温ラプチャ防止対策の信頼性に関

連して次のように認定する。

「カ（中略）

このように，本件原子炉施設については，蒸気発生器

における伝熱管からの水漏えいを水漏えい検出設備が検

知して所定の信号が発せられれば，一連のプラント停止

操作が自動的に行われ，伝熱管内の水又は蒸気の急速ブ



ローが行われることによって，伝熱管内部の圧力を急速

に低下させるとともに，水又は蒸気の流動により伝熱管

の冷却も維持することができるから，設計どおりの操作

が無事に進めば，高温ラプチャ型破損の発生の機序に照

らし，その発生の抑止効果を相当程度期待することがで

きる。なお，本件原子炉施設においては，水又は蒸気の

急速ブローの操作が開始されると，水又は蒸気の放出弁

を全開して水及び蒸気を排出し，蒸発器の給水止め弁，

過熱器の入口止め弁及び出口止め弁等の隔離弁を全閉し

て蒸気発生器への給水が停止されるが，放出弁は水漏え

い検出の１．５秒後に開弁し，隔離弁は約５秒後に全閉

するように設計されている （最高裁判決１５－１６。」

頁）

しかし、この急速ブローが高温ラプチャ現象の抑止に

有効であるかどうかについて、原許可処分の審査におい

て、安全審査がなされたことなどない。このことは、高

裁判決の認定からは明確である。

「設計どおりの操作が無事に進めば、高温ラプチャ型

破損の発生の機序に照らし、その発生の抑止効果を相当

程度期待することができる 」との認定は、確かに高裁。

判決の２６８頁に存在する。しかし、高裁判決は、この

文章の後に続けて、もんじゅにおける高温ラプチャ対策

が不十分であることを数頁も渡って論証しているのであ

る。このような高裁判決では否定の対象であった文章を

全く文脈抜きに引用してきて、これを事実認定の事実上

の柱にしてしまうところからして、最高裁判決の事実認

定はあまりにも恣意的である。結局のところ、この期待

は、根拠のない単なる最高裁裁判官による期待に過ぎな

いのである。



３）ＰＦＲ事故についての認定の変更

最高裁判決はイギリスＰＦＲで発生した事故について次のとお

り認定する。

「ケ昭和６２年２月，英国ドンレーの高速増殖原型炉ＰＦＲに

おいて，蒸気発生器伝熱管破損事故が発生した。ＰＦＲの冷

却系は３ループから成り，蒸気発生器は，冷却系１ループご

とに蒸発器，過熱器，再熱器各１基で構成されていた。事故

原因等については，① 過熱器の伝熱管１本に小さな軸横断

き裂が貫通したため，このき裂から小規模な水漏えいに至っ

たが，この時，ナトリウム中水素検出器が撤去されていたた

め，初期段階で小漏えいを検出することができず，異常状態

， ，が発見されないままに運転が継続されたこと ② その結果

水漏えいが継続し，前記き裂の起こった伝熱管が破断して，

その後プラントはトリップしたものの，他の伝熱管３９本の

破裂につながる伝ぱ現象が起きたこと，③ この伝熱管の破

裂は高温ラプチャ型破損であることが，それぞれ推定されて

いる。なお，当時，ＰＦＲには，急速ブローの装置が備えら

れていなかったため，プラントトリップ後の伝熱管内の水又

は蒸気の急速ブローをすることができなかった。

平成元年３月に開催されたＡＧＴ８／日本ナトリウム・水

反応専門家会議において，日本側出席者が「ＰＦＲの過熱器

に急速ブロー系があったら，ＰＦＲの蒸気発生器伝熱管破損

事故は早く終わったと考えるか 」と質問したところ，英国。

側出席者は 「イエス。ただし，破損孔からの漏えい量が大，

きいので，効果は大きくないかもしれない 」と回答した 」。 。

最高裁判決は１７頁、１８行目より「原因等については、①

過熱器の伝熱管１本に小さな軸横断亀裂が貫通したため、この亀

裂から小規模な水漏えいに至ったが、このとき、ナトリウム中水

素検出器が撤去されていたため、初期段階で小漏えいを検出する

ことができず ・・・」と認定しているが、最初の亀裂が小さい、



かどうかは確認されていない。水素検出器不在が初期段階で漏え

い検出に失敗したのかどうかも確認されていない。イギリスにお

ける事故調査結果に基づかないで、申請者が事実不明の状況を単

に推定しているだけの事実に基づいて事実を認定しており、高裁

判決とも異なる認定がなされている。最高裁判決が証拠に基づか

ないで、国の主張だけをもとにして事実を認定していることが明

らかである。

また、最高裁判決は１８頁、３行目より「プラントトリップ後

の伝熱管内の水又は蒸気の急速ブロ－をすることができなかっ

た 」と認定する。しかし、この記述は英国原子力学会誌等（甲。

イ２１２号、１８４号）の記述と矛盾しており、確定した事実で

はない。

４）カバーガス圧力計についての重大な事実認定の脱落

（１）最高裁判決

最高裁判決は、カバーガス圧力計について次のとおり事実を

認定する。

「サ 核燃料サイクル開発機構は，現状の本件原子炉施設に

ついてカバーガス圧力計により水漏えいを検出する場合の

解析評価を行ったが，運転状態が定格，４０％給水，１０

％給水の各場合の高温ラプチャ型破損の発生基準である累

積損傷和は，それぞれ０．７７，０．９５，０．９７とな

った。なお，累積損傷和が１を超えると，解析上高温ラプ

チャ型破損が生ずると判断される 」。

「シ 核燃料サイクル開発機構は，平成１３年６月６日，本

件変更許可申請をしたが，原子力安全・保安院は，同年１

２月１１日，カバーガス圧力計等の位置付けを一層明確に

するのが適当であるなどとして，申請書及びその添付書類

の記載について指導した。指導の理由については，カバー

ガス圧力計での初期水漏えいの検出による場合は高温ラプ



チャ型破損が発生する判断基準を下回るが，圧力開放板開

放検出器での検出による場合は高温ラプチャ型破損が発生

する判断基準を上回ると評価されたため，原子力安全・保

安院は，本件原子炉施設に当初から設置されている蒸気発

生器計装のうちカバーガス圧力計による初期水漏えいの確

実な検出が高温ラプチャ型破損発生防止の上で重要と判断

し，この点を念のため設置許可申請書において明確にする

ことが適当と判断したからであると説明されている。

核燃料サイクル開発機構は，平成１３年１２月１３日，

上記指導に従って本件変更許可申請に係る申請書及びその

添付書類を一部補正したが，その内容は，① 蒸発器のカ

「 ，バーガス圧力計を 異常状態への対応上特に重要な構築物

系統及び機器 （ＭＳ－２クラス）と位置付けることを明」

らかにしたこと，② 本件原子炉施設の主蒸気系設備とし

て実際に設置されていた蒸発器入口放出弁，蒸発器出口放

出弁，過熱器入口放出弁，過熱器出口放出弁，給水止め弁

及び過熱器入口止め弁の各記載を追加するとともに，水蒸

気ブローをより早期に完了することを目的として，蒸発器

入口放出弁を従来の３個から６個に（１ループ当たり１個

から２個に ，蒸発器出口放出弁を従来の６個から９個に）

（１ループ当たり２個から３個に ，それぞれ変更したこ）

と等である （最高裁判決１８－１９頁）。」

と認定し、このような事実認定に基づいて

「オ また，本件変更許可申請においては，カバーガス圧力

計等の位置付けが明確にされ，水蒸気ブローをより早期に

完了することを目的として放出弁の増設がされることとな

ったが，高温ラプチャ型破損に対する対策という観点から

みると，上記機器の位置付けを念のため再確認するととも

に，より一層の安全裕度の向上を図ろうとするものという

べきであって，このことから直ちに現状の高温ラプチャ型



破損に対する対策を不十分なものと評価することはできな

い （最高裁判決４０頁）。」

と判断している。

（２）高裁判決

しかし、この最高裁の認定には、カバーガス圧力計が設計変

更によって多重化された明白な事実が脱落しており、また、安

全保護系に位置づけられていない機器について安全審査でその

機能を考慮するという原子炉の安全審査の仕組みに対する無知

に基づく重大かつ初歩的なミスがある。

“念のため”や“より一層の安全裕度の向上を図ろうとする

もの”という説明が訴訟対策のための虚偽であることは、経過

をつぶさに検討すれば一目で明らかである。この判断が高裁判

決の認定した重要な事実関係についての認定の欠落に基づく誤

った事実認定に基づくものであることは明らかである。

まず、高裁判決においては、この点について次のような認定

がなされていたのである。

「(１)カバーガス圧力計及び圧力開放板開放検出器の機能基準

の明確化

本件許可申請書添付書類八の「プロセス計装」の「安全保護

系以外のプロセス計装」のうち「蒸気発生器計装」の項目につ

いて，一部補正において，カバーガス圧力計の設定圧等を具体

的に明記する旨の変更をした。

すなわち，①蒸発器のカバーガス圧力計は，設定圧を約０．

１５ＭＰａ[gage] とし， 設計とすること，②多重性をもった

圧力開放板開放検出器は，約０ ．３ＭＰａ の差圧で開放する

圧力開放板を設置し，その信号系は多重性をもった設計とする

ことの２つが明記された。

(２)カバーガス圧力計の位置付け

本件変更許可申請書においては 「発電用軽水型原子炉施設，

の安全機能の重要度分類に関する審査指針」を参考にして，安



全機能を有する構築物，系統及び機器を，それが果たす安全機

能に応じて，①異常発生防止系（ＰＳ 系，その機能の喪失に

より，原子炉施設を異常に陥れ，もって一般公衆ないし従事者

に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの）と，②異常

影響緩和系（ＭＳ 系，原子炉施設の異常状態において，この

拡大を防止し，又はこれを速やかに収束せしめ，もって一般公

衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防

止し，又は緩和する機能を有するもの）の２種類に大別するこ

ととし，ＰＳ系，ＭＳ系それぞれにつき，その有する安全機能

の重要度に応じ，重要な順から，クラス１ ，クラス２ 及びク

ラス３ に更に分類することとした。そして，本件変更許可申

請書において，２ 次ナトリウム補助設備（２ 次ナトリウム充

填ドレン系）がＭＳ－２クラス（異常状態への対応上特に重要

な構築物，系統及び機器）に分類することになっていたが，今

回の一部補正において「プロセス計装（蒸発器のカバーガス圧

）」 「 」力計 をＭＳ－２ クラスの ２ 次主冷却系の過圧抑制機能

の「特記すべき関連系」の欄に掲記し，蒸発器のカバーガス圧

力計を「異常状態への対応上特に重要な構築物，系統及び機器

（ＭＳ －２ クラス）と位置づけることを明らかにし」た。

(３)水蒸気ブロー系の強化（放出弁の増加）

本件許可申請書添付書類八の タービン及び付属設備 の 主「 」 「

要設備」の「主蒸気系設備」の「第１１ ．３ －１ 表主蒸気

系設備の設備仕様」を変更し，蒸発器入口放出弁，蒸発器出口

放出弁，過熱器入口放出弁，過熱器出口放出弁，給水止め弁及

び過熱器入口止め弁の各記載を追加した（これらの各弁は，本

件許可処分後に，本件申請者により，本件原子炉施設の主蒸気

系設備として実際に設置されていたが，原子炉設置変更許可申

請書の一部補正によって，それを明確にすることにした 。。）

なお，これとともに，水蒸気ブローをより早期に完了するこ

とを目的として蒸発器入口放出弁を従来の３個から６個に（１



ループ当たりでは，１個から２個に，蒸発器出口放出弁を従来

の６個から９個に（１ ループ当たりでは，２個から３個に ，）

， 。各変更することとし その個数についても明記することとした

(４)蒸気発生器伝熱管水漏えい対策の表現の変更4

本件許可申請書添付書類八の２ 次主冷却系設備の概要とそ

の設計方針に関する記載中の「５．２設計方針」の「(６)蒸気

」（ ， ） ，発生器伝熱管水漏えい対策 本節 第３の１ の欄について

下記のように表現が変更された。

「(６)蒸気発生器伝熱管水漏えい対策6

ナトリウム・水反応を早期に検知し破損の拡大を防止・抑

制するため水素計による水漏えい検出設備を２ 次主冷却

系配管及び蒸気発生器カバーガス空間に設ける。

水素計信号に基づき，運転員により発せられる水漏えい

信号により，蒸気発生器水・蒸気側のしゃ断，内部保有水

・蒸気の急速なブロー，２次主冷却系循環ポンプ主モータ

トリップ等の一連のプラント自動停止操作が行えるように

設計する。

ナトリウム・水反応による顕著な圧力上昇を生じるよう

な伝熱管破損に際しては，大規模漏えいへの拡大を防止・

抑制するため，蒸発器にカバーガス圧力計による水漏えい

検出設備を設ける。この水漏えい信号に基づき，一連のプ

ラント自動停止操作ができるように設計する。

万一の蒸気発生器伝熱管の大規模漏えいに対しては，そ

の影響により，原子炉施設の安全性を損なうことのないよ

う２ 次主冷却系の過度の圧力上昇を防ぐため，ナトリウ

ム・水反応生成物収納設備を設ける設計とする。また，蒸

発器及び過熱器に設けた圧力開放板の開放検出器による水

漏えい検出設備を設ける。この水漏えい信号によって，一

連のプラント自動停止操作ができるように設計する（以下

略 ）」。



(５)蒸気発生器伝熱管破損事故の防止対策についての変更

， （ ， ）本件許可申請書添付書類十には 前記 本節 第３ の２

， ，のとおり 蒸気発生器伝熱管破損事故に関する記載があるが

このうち「(２)防止策 ，の項のⅲないしⅴは，次のⅲない」

しⅵのとおりに変更され，高温ラプチャの防止ということが

明言されるようになった（なお，従前のⅵ，ⅶ，ⅷは，それ

ぞれ新たなⅶ，ⅷ，ⅸとなった ）。

「ⅲ 水漏えい検出設備を設置することにより，万一，伝

熱管小規模漏えいが生じた場合には，早期に水漏えいは

検出され，運転員により発せられる水漏えい信号に基づ

く蒸気発生器の水・蒸気側のしゃ断，内部保有水・蒸気

の急速なブロー，２ 次主冷却系循環ポンプ主モータト

リップ等の一連のプラント自動停止操作が行えるように

設計する（ 2.13蒸気発生器伝熱管小漏えい」参照）「

ⅳ 以上のような防止対策にもかかわらず，ナトリウム

・水反応による顕著な圧力上昇を生じるような伝熱管破

損に際しては，蒸発器に設けたカバーガス圧力計により

水漏えいを検出する。この水漏えい信号に基づく一連の

伝熱管の高温ラプチャ型プラント自動停止操作により，

，損耗作用による破損伝破損の発生を防止するとともに

播を抑制できる設計とする。

ⅴ さらに過度な圧力上昇を生じるような伝熱管破損事

故が生じた場合に備えて，ナトリウム・水反応生成物収

納設備を設ける設計とする。

蒸発器と過熱器は，いずれも圧力開放板を介してナト

リウム・水反応生成物収納設備に接続される。事故が生

じた蒸気発生器内のナトリウム側圧力が圧力開放板の設

定圧力まで上昇すると，圧力開放板は自動的に破れて，

ナトリウム・水反応生成物収納設備に開放され，過度な

圧力上昇が抑制できる設計とする。ナトリウム・水反応



により発生する水素ガスはナトリウム・水反応生成物収

納設備に放出され，これに付随するナトリウム及び反応

生成物のうち液体，固体は反応生成物収納容器でほとん

ど分離回収される。水素ガスは反応生成物収納容器用圧

力開放板を介して大気へ放出，燃焼処理できるように設

計する。

ⅵ 蒸発器又は過熱器の圧力開放板開放検出器の信号によ

って，一連のプラント自動停止操作ができる設計とす

」。（ ， ， ， ，る 以上の事実につき 乙１６ 乙イ９４ ９６

９７ ，弁論の全趣旨 （高裁判決 ２４８－２５４ペ）

ージ 」）

（３）高裁判決の認定判断のポイントと最高裁判決の誤り

この高裁判決の認定において、重要な点は、

１）カバーガス圧力計を多重化して安全保護系に位置づけた

こと、

２）はじめて高温ラプチャ対策という文言が申請書に書き込

まれたこと

である。

しかし、最高裁判決の事実認定においてはこの２点がきれい

に抜け落ちているのである。カバーガス圧力計を安全保護系に

位置づけるためには、その信頼性を高める必要があり、そのた

めに設計を変更して系統を多重化しているのである。最高裁判

決が述べているような単なる位置づけの変更ではなく、設計そ

のものの変更が伴っているのである。

また、最高裁判決は１８頁、１６行目より「核燃料サイクル

開発機構は、現状の本件原子炉施設についてカバ－ガス圧力計

、 」により水漏えいを検出する場合の解析評価を行ったが ・・・

と認定する。

、 、しかし これは設置許可時の安全審査と関係ない事項であり

安全審査からはるかに後であるもんじゅ事故後に行われた解析



である。このような解析結果の妥当性は、本件許可処分の無効

が確定した後に実施されるはずであった新たな安全審査の課題

であった。

さらに、最高裁判決は１９頁、２行目より「カバ－ガス圧力

計での初期水漏えいの検出による場合は高温ラプチャ型破損が

発生する判断基準を下回るが、圧力開放板開放検出器での検出

による場合は高温ラプチャ型破損が発生する判断基準を上回る

と評価されているため ・・・」と認定する。、

しかし、原設置許可処分においてはカバーガス圧力計は安全

保護系に位置づけられておらず、これを前提に安全解析をする

ことは許されない。設置許可時の安全審査における解析条件は

圧力開放板検出器での漏えい検出による安全解析をもとに許可

されたものであることは先に確認したとおりである。そして、

もんじゅ事故後の解析においても圧力開放板での検出では「圧

力開放板開放検出器での検出による場合は高温ラプチャ型破損

が発生する判断基準を上回ると評価されている」ことは最高裁

の認定するとおりであり、であるからこそ、原許可を維持する

ことができなくなり、カバ－ガス圧力計を多重化し安全保護系

に位置づける設計変更が行われたのである。これは、まぎれも

なく基本設計の変更であり、原設計には看過しがたい過誤と欠

落があったことを示している。

５）安全審査の適否に関する判断について

（１）最高裁判決

最高裁判決は、

「(2) 「蒸気発生器伝熱管破損事故」に係る安全審査につい

て

ア 前記事実関係等によれば，動燃が本件申請に際して行

った蒸気発生器伝熱管破損事故に係る安全評価のための

解析の内容及び結果について，原子力安全委員会はこれ



らが「評価の考え方」に適合する妥当なものであると判

断したが，上記解析のうち準定常圧評価の解析条件は，

伝熱管破損伝ぱの機序としてウェステージ型破損が支配

的であるという考え方を基に設定されたものであった。

そして，原審は，本件安全審査において高温ラプチャ型

破損の可能性が調査審議の対象とされなかったことなど

を理由に，本件処分を無効とするが，原審の確定すると

ころによっても，本件原子炉施設については，蒸気発生

器における伝熱管からの水漏えいを水漏えい検出設備が

検知して所定の信号が発せられれば，蒸気発生器への水

又は蒸気の供給の遮断，伝熱管内の水又は蒸気の急速ブ

ロー，２次主冷却系循環ポンプ主モータトリップ等のプ

ラント停止操作が自動的に行われる設計がされており，

水漏えい検出に伴い伝熱管内の水又は蒸気の急速ブロー

が行われることによって，伝熱管内部の圧力を急速に低

下させるとともに，水又は蒸気の流動により伝熱管の冷

却も維持することができるから，設計どおりの操作が無

， ，事に進めば 高温ラプチャ型破損の発生の機序に照らし

その発生の抑止効果を相当程度期待することができると

いうのである。また，核燃料サイクル開発機構が現状の

本件原子炉施設についてカバーガス圧力計により水漏え

いを検出する場合の解析評価を行ったところ，累積損傷

和が高温ラプチャ型破損が生ずると判断される数値であ

る１を下回った。さらに，動燃が高温ラプチャ型破損を

対象として行った試験のＳＷＡＴ－３のＲｕｎ－１９に

おいても，流水管については高温ラプチャ型破損は発生

していない。そうすると，本件原子炉施設の設計を前提

とする限りにおいては，高温ラプチャ型破損に関する現

在の知見に照らしても，上記解析条件の設定は合理的な

ものであるということができる 」と判断した（最高裁。



判決３５－３６頁 。）

（２）最高裁判決の誤り

、 、 、しかし 最高裁判決の認定は 国の認めていることにも反し

明らかに間違いである。最高裁判決の認定は、設置許可時と現

在とを故意に混同し、どの時期に関する判断であるかをあいま

いにしている。

ここで明確にしなければならないのは、原設置許可処分にお

ける設計において、カバーガス圧力計は安全保護系に位置づけ

られていないのであるから、カバーガス圧力計により水漏えい

を検出する場合の解析評価をもって、原設計の正当化の根拠と

することは絶対に許されないということである。最高裁判決に

は原子炉安全審査に係る初歩的かつ決定的な誤りがある。

６）急速ブローによる対策は万全か

（１）最高裁判決

最高裁判決は急速ブローによる対策に関連して次のとおり認

定判断する。

「ウ さらに，原審は，水又は蒸気の急速ブロー等の対策が

万全でないため，絶対的な高温ラプチャ型破損の発生防止

の効果に疑問があると判断し，その根拠として，① ＡＧ

Ｔ８／日本ナトリウム・水反応専門家会議における英国側

出席者の発言によれば，英国の専門家は，ＰＦＲの蒸気発

生器伝熱管破損事故の際に急速ブロー系が設置されていれ

ば事故が早期に終息したことを肯定するが，漏えい量が大

きい場合にはその効果にそれほど期待していないことが認

められ，急速ブローの有無が伝熱管の高温ラプチャ型破損

発生防止の決定的要因となり得るかについては，専門家の

間でも意見の分かれていることがうかがわれること，②

Ａ社の実験は，伝熱管内に水流動がある場合でも高温ラプ

チャ型破損が発生し，水漏えい率が毎秒８０ｇ以上になる



と高温ラプチャ型破損を引き起こすというものであったこ

と，③ ＳＷＡＴ試験のうち高温ラプチャ型破損を対象に

したのはＳＷＡＴ－３のＲｕｎ－１６，１７及び１９の３

回にすぎず，Ｒｕｎ－１６では流水管が使用されず，Ｒｕ

ｎ－１９試験では，最も高温ラプチャ型破損を起こしやす

い条件下にあると考えられる伝熱管２本に流水管を用い

ず，ガス加圧管を使用しており，ＳＷＡＴ試験は，流水管

に高温ラプチャ型破損が生じないことを実証する実験とし

， ， 。ては 回数及び内容において不十分であること を挙げる

しかし，ＡＧＴ８／日本ナトリウム・水反応専門家会議

における英国側出席者の発言については，ＰＦＲにおける

蒸気発生器伝熱管破損事故の状況を離れて，一般的に急速

ブローによる高温ラプチャ型破損の発生防止の効果が大き

くないとする趣旨と直ちに解することはできない。また，

Ａ社の実験は，本件原子炉施設の伝熱管とは異なる細径管

を対象としたものであり，上記実験結果から一般的に流水

管でも高温ラプチャ型破損が起こりやすいということはで

きない。そして，ＳＷＡＴ－３のＲｕｎ－１９において，

最も高温ラプチャ型破損を起こしやすい条件下にあると考

えられる位置に流水管ではなくガス加圧管が配置されてい

ることは，原審の指摘するとおりであるが，高温ラプチャ

型破損の生じた他のガス加圧管と高温ラプチャ型破損が生

じなかった流水管３本との比較についてまでも，その意味

が失われたとは考え難く，原審の指摘することから，直ち

にＳＷＡＴ試験の回数及び内容が不十分であったとまでは

， 。」いえず 本件安全審査の合理性を左右するものではない

（最高裁判決３７－３９頁）

（２）高裁判決

この点については、高裁判決は、次のように認定、判断を示

している。



「しかしながら，上記の設計どおりの操作によって絶対的な

， ，高温ラプチャ発生防止の効果が期待できるかといえば それは

次に述べるとおり疑問である。

（イ） ドイツのインターアトム社の伝熱管破損伝播に関す

る実験において，流水管についても破損が生じる結果

が得られたことは，当事者間に争いがない。

（あ） これについて被控訴人は，上記のとおり，インター

アトム社の実験に供された伝熱管が細経管であること

を理由に，その破損は，ウェステージ先行型高温ラプ

チャによるものであって，短かい時間に複数の伝熱管

が内圧破裂する高温ラプチャ型破損ではないと主張し

ている。

（い） そこで，これについて検討すると，証拠（甲イ４４

３）によれば，① 平成元年（１９８９年）３月１３

日に，本件申請者の職員や日本企業の技術者等がドイ

ツ（当時西ドイツ）のベンスベルグにあるインターア

トム社を訪問して，同社の研究者との間で，ナトリウ

ム‐水反応に係わる討議を行ったこと，② その際，

本件申請者の職員等は，同社の研究者から，被控訴人

主張のような外径の伝熱管を用いて同社が行った破損

伝播に関する実験結果の情報の提供を受けたこと，③

その内容は 「伝熱管内に水流動がある場合でも高，

温ラプチャが発生する。水リーク率が８０グラム／秒

以上になると高温ラプチャを引き起こす 」というも。

のであったこと，の各事実が認められる。

しかし，被控訴人が主張する，インターアトム社の

実験に用いられた伝熱管全体がリークジェットに包ま

れ，全面的に反応熱によって加熱されやすい条件下に

あったこと，並びに，伝熱管がリークジェットに包ま

れた結果，伝熱管の肉厚がウェステージによって減少



し，このため発生する応力が大きくなったことを認め

るに足る証拠はなく，この部分は，被控訴人の単なる

憶測に過ぎないと認められる。むしろ，証拠（甲イ４

４３，乙イ８６）によれば，インターアトム社の実験

では，２次リークは，１次リークの噴出流（リークジ

ェット）の影響を受けていることが窺われるが，３次

リークは，１次，２次の各リークの噴出流（リークジ

ェット）とは無関係に発生していることが窺われるか

ら，少なくとも，３次リークを起こした流水管がウェ

ステージの影響を受けていたとは認められない。

被控訴人は，インターアトム社の実験に供された伝

熱管の外径が本件原子炉施設のものより細いことを強

調するけれども，上記主張以外に，その伝熱管の外径

の大小の差が高温ラプチャの発生にどのような影響を

。 ，及ぼすのかについての具体的な主張立証はない なお

被控訴人の主張の中には 「伝熱管において発生する，

内圧による応力は，一般的に，ほぼ，外径と厚みとの

比率に比例する」との部分があるが，被控訴人は，イ

ンターアトム社の伝熱管の外径と厚みとの比率から得

られる応力値と本件原子炉施設の伝熱管に生じる応力

値を比較して，本件原子炉施設における高温ラプチャ

発生の可能性を否定する主張をしているものではな

い。

（う） そうすると，インターアトム社の実験の伝熱管が細

経管であることを理由に，本件原子炉施設の蒸気発生

器伝熱管については高温ラプチャは発生しないとする

被控訴人の主張にたやすく同意することはできない。

（ウ） イギリスのＰＦＲ事故においては，その当時，ＰＦ

Ｒに急速ブローの装置が備えられていなかったのであ

るから，プラントトリップ後の伝熱管内の水・蒸気の



急速ブローができなかったことは明らかである。

しかしながら，証拠（甲イ４４３）によれば，①

平成元年（１９８９年）３月に，イギリスのドンクレ

ーで，ＡＧＴ８／日本ナトリウム‐水反応専門家会議

が開催され，日本側から本件申請者の職員や企業の技

術者等が出席し，イギリス側からはナトリウム‐水反

応の専門家が出席し，ＰＦＲ事故の原因究明に関する

こと等が議題とされたこと，② 同会議の席上，日本

側の出席者が「ＰＦＲの過熱器に，Ｆａｓｔダンプ系

（急速ブロー系のこと）を設けてない理由は何か 」。

と質問したところ，イギリス側の出席者は 「過熱器，

のＦａｓｔダンプ弁は，元々は設置されていたが，有

効でないという理由で取り外された。このため，ＰＦ

Ｒ事故の時には，過熱器にはＦａｓｔダンプ弁は設置

されていなかった。ＰＦＲ事故後，再び，Ｆａｓｔダ

ンプ弁を設置した 」と回答したこと，③ さらに，。

日本側の出席者が「Ｆａｓｔダンプ系があったら，Ｐ

ＦＲ事故は早く終わったと考えるか 」と質問したと。

ころ，イギリス側の出席者は 「Ｙｅｓ ただし，破，

損孔からのリーク量が大きいので，効果は大きくない

かもしれない 」と回答したこと，の各事実が認めら。

れる。

以上のことからすれば，イギリスの専門家は，ＰＦ

Ｒ事故の際に，Ｆａｓｔダンプ系（急速ブロー系）が

設置されていたとしたら，事故が早期に終息したこと

は肯認しているものの，リーク量が大きい場合にはそ

の効果にそれほど期待していないことが認められ，急

速ブローの有無が伝熱管の高温ラプチャ型破損発生防

止の決定的要因となりうるかについては，専門家の間

でも意見の分かれていることが窺われる。



（エ） 被控訴人は，水・蒸気の流動性のある伝熱管が高温

ラプチャ型破損を生じないことは，本件申請者が行っ

たＳＷＡＴ試験によって実証されていると主張し，流

水管が破断しなかったＳＷＡＴ‐３ Ｒｕｎ‐１９試

験を援用する。

（あ） しかし，証拠（乙イ４３，４４，８７）によれば，

本件申請者が行ったＳＷＡＴ試験のうち高温ラプチャ

を対象にした試験は，ＳＷＡＴ‐３のＲｕｎ‐１６，

１７，１９の３回に過ぎないこと，しかも，Ｒｕｎ‐

１６では流水管は使用されていないことが認められ，

上記（イ （ウ）認定の事実を考慮すれば，流水管），

においては高温ラプチャが生じないとの事実を実証す

る実験としては，余りにも回数が少ないといわなけれ

ばならない。

（い） そして，高温ラプチャを対象にした最初の試験Ｒｕ

ｎ‐１６と本件申請者が流水管に高温ラプチャが生じ

ないことを確認するために行ったというＲｕｎ‐１９

試験を比較すると，次のことが認められる。

① まず，両試験の内容を見ると，ターゲット管と

して，Ｒｕｎ‐１６では静止水管６本とガス加圧管４

８本が，Ｒｕｎ‐１９では流水管３本とガス加圧管１

５本が用いられた。

そして，その結果は，Ｒｕｎ‐１６では，静止水管

６本のうち１本が，また，ガス加圧管４８本のうち２

４本が，それぞれ高温ラプチャによって破損し，Ｒｕ

ｎ‐１９では，ガス加圧管１５本のうち５本が高温ラ

， 。プチャによって破損したが 流水管は破損しなかった

（以上につき，本節，第６の２，３参照）

② しかし，両試験の条件を見ると，Ｒｕｎ‐１６

では，１次リーク平均注水率（初期漏えいにおける単



位時間当たりの平均注水量）を毎秒２２００グラム，

注水時間を６０秒，総リーク水量を２２８キログラム

としたのに対し，Ｒｕｎ‐１９では，１次リーク平均

注水率を毎秒１８５０グラム，注水時間を３２秒，総

リーク水量を６１キログラムとしている （以上につ。

き，本節，第６の２，３参照）

（う） 以上の条件を比較すると，明らかにＲｕｎ‐１９試

験の条件の方が，水漏えい率，漏えい時間などの点に

おいて緩やかである。被控訴人は，作為的に条件を切

り下げたという控訴人らの主張に対して，Ｒｕｎ‐１

６の条件設定は過度に保守的であったから，Ｒｕｎ‐

１９では，実験条件を本件原子炉施設の使用条件に近

づけて設定したに過ぎず，注入時間を３２秒としたの

も，Ｒｕｎ‐１６試験で最初に破損したガス加圧管が

破損するまでに要した時間が１２秒，さらに，１４本

の伝熱管が３０秒までに破損していることから設定さ

れたもので，条件を作為的に切り下げたものではない

旨主張している。

Ｒｕｎ‐１９の試験条件が果たして適切妥当なもの

であったのかどうかについては，にわかに断じ難いも

のがあり，ここではその判断を差し控えるけれども，

証拠（甲イ４４３，乙イ８７）によれば，Ｒｕｎ‐１

６試験で最初に破断したのは番号６３のガス加圧管で

あり，また，この管と注水管（水漏えいを起こす管。

番号７９）に挟まれた番号７１のガス加圧管も破断し

ており，この番号６３と７１の位置の伝熱管は最も高

温ラプチャを起こしやすい条件（環境）下にあると考

えられ，現にＲｕｎ‐１９試験でも，番号６３の位置

の管はＲｕｎ‐１６試験と同様に最初に破断し，番号

７１の位置の管も破断しているところ，Ｒｕｎ‐１９



試験においては，この番号６３，７１の位置の管に流

水管を用いず，ガス加圧管を使用していることが認め

られる。被控訴人の主張によれば，Ｒｕｎ‐１９試験

は，流水管では高温ラプチャが生じないことを確認す

るために行ったとされているが，それにしては，最も

厳しい条件（環境）下にあると考えられる位置に流水

管を配置しなかった本件申請者の措置には，首を傾け

ざるを得ない。

（え） 以上要するに，被控訴人が援用するＳＷＡＴ試験

は，流水管に高温ラプチャが生じないことを実証する

実験としては，その回数及び内容において不十分とい

わざるを得ず，被控訴人の主張は，これを是認するこ

とができない。

（オ） これまでの認定判断によれば，本件原子炉施設の蒸

気発生器における高速ブローなどの対策は，水・蒸気

の漏えい検出速度とその確実性如何にもよるが，高温

ラプチャを防止するうえでその抑止効果を相当期待す

ることはできるものの，絶対的な効果までは期待する

ことはできず，被控訴人のこの点に関する主張は採用

することができない 」。

（３）高裁判決のポイントと最高裁判決の誤り

ここでの高等裁判所の判断を要約すれば、

①インターアトム社の実験については伝熱管の外径の大小の

差が高温ラプチャの発生にどのような影響を及ぼすのかについ

ての具体的な主張立証はないこと

②ＰＦＲ事故に関しては、急速ブローの有無が伝熱管の高温

ラプチャ型破損発生防止の決定的要因となりうるかについて

は，専門家の間でも意見の分かれていること

③ＳＷＡＴ試験は，流水管に高温ラプチャが生じないことを

実証する実験としては，その回数及び内容において不十分とい



わざるを得ないこと

と要約できるであろう。そして、その内容と結論は極めて常識

的で客観的である。

これに対して、最高裁の認定は、このような事実に基づく高

裁判決の認定を何の科学的根拠もなく覆しているのであり、そ

の認定の相当性も客観性も認められず、その判断手法も著しく

強引である。

７）急速ブロー系の故障の仮定が必要か

（１）最高裁判決

「エ なお 「評価の考え方」が参考とすべきものとする安，

， ，全評価指針の５.１.３の(1)は 各事象の解析に当たっては

想定された事象に加え，作動を要求される安全系の機能別に

結果を最も厳しくする単一故障を仮定しなければならないと

しているところ，原審は，蒸気発生器伝熱管破損事故におい

ては，単一故障として急速ブロー系機器の故障を仮定するこ

とが合理的であり，かつ，解析の結果も最も厳しくなるもの

であり，急速ブロー系機器に故障が発生すれば，蒸気発生器

伝熱管破損事故時における高温ラプチャ型破損の発生は，ほ

とんど避け難い旨判示する。

しかし，安全評価指針が定める安全評価における単一故障

の仮定は，安全系，具体的には工学的安全施設，原子炉停止

系及び安全保護系について仮定することが要求されるもので

あり，原子炉停止，炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的

安全機能を直接果たす構築物，系統及び機器，又はその機能

遂行に直接必要となる関連系について，解析の結果が最も厳

しくなるように，異常状態に対処するために必要な機器の一

つが所定の安全機能を失うことを仮定するものであるという

のである。急速ブローにかかわる設備は，これらの各基本的

安全機能を直接果たすものではなく，その基本的安全機能遂



行に関連する設備でもない。

また，原審は，急速ブロー系機器の故障を仮定し，蒸気発

生器伝熱管破損事故時に水又は蒸気の急速ブローを行うこと

に失敗することを想定すれば，高温ラプチャ型破損の発生は

， ，ほぼ避けられず 初期スパイク圧及び準定常圧が蒸気発生器

２次主冷却系配管及び中間熱交換器の耐圧基準を超えれば，

これらの機器及び配管が破損するおそれがあり，水素ガスの

混入した２次冷却材ナトリウムが中間熱交換器の障壁を破っ

て１次主冷却系に流入して炉心に至れば，炉心崩壊を起こす

。 ， ，おそれがある旨判示する しかし 前記事実関係等によれば

本件原子炉施設においては，蒸気発生器伝熱管からの水漏え

いを水漏えい検出設備が検知して所定の信号が発せられれ

ば，一連のプラント停止操作が自動的に行われ，また，多量

のナトリウム・水反応が発生しても，これにより生ずる水素

ガスがナトリウム・水反応生成物収納設備に放出されること

により，２次主冷却系の過度の圧力上昇が抑制される設計に

なっているというのである。そうすると，急速ブロー系機器

の故障のみによって，水素ガスが，上記設備への放出を免れ

て炉心に達し，プラント停止がされた原子炉において炉心崩

壊を起こすとするのは，合理的推論とはいえず，急速ブロー

系機器の故障の仮定が，上記基本的安全機能に最も厳しい結

果をもたらすものと評価されなかったことをもって，不合理

であるということはできない。

したがって，前記の単一故障として急速ブロー系機器の故

障を仮定しないことは，不合理であるとはいえない （最。」

高裁判決３９－４０頁）

（２）高裁判決

この点について、高裁判決は次のとおり認定していた。

「 ５） 「単一故障」の仮定の是非（

ア 上記（３ （４）に述べたとおり，被控訴人の主張），



する高温ラプチャ防止対策は必ずしも万全なものとは

いえず，高温ラプチャ発生の可能性を否定することは

できないが，その対策の前提となる機器，すなわち，

水漏えい検出器又は水・蒸気の急速ブロー操作機器の

いずれかに故障が発生すれば，蒸気発生器伝熱管破損

事故時における高温ラプチャの発生はほとんど避け難

いものとなる。

イ 本件申請者が本件許可申請書において想定した「蒸

気発生器伝熱管破損事故」は 「評価の考え方」及び，

「安全評価審査指針」に基づいて選定された設計基準

事故である。前述（第１章，第１節，第６の３参照）

のとおり 「安全評価審査指針」は 「事故 （設計基， ， 」

準事故）の解析に当たって考慮すべき事項として 「想，

定された事象に加え，作動を要求される安全系の機能

別に結果を最も厳しくする単一故障を仮定しなければ

ならない 」と定めている。。

， 「 」しかるところ 本件の 蒸気発生器伝熱管破損事故

については，これを記述した本件許可申請書添付書類

十（乙１６の１０‐３‐６３及び６４頁）の解析条件

を見ても 「単一故障」と目すべき故障が仮定されて，

いるとは認められない。

これに対し，被控訴人は 「蒸気発生器伝熱管破損，

事故」については，炉心冷却という基本的安全機能に

着眼し，事故を起こしたループの冷却能力の喪失を前

提に，他の健全な２ループのうちの１ループにも故障

が生じたと仮定して炉心冷却能力につき解析を行った

かの如く主張している。しかし，本件許可申請書添付

書類十の同事故の解析条件欄には，そのような故障の

仮定はされていない。関係する記述を強いて探せば，

防止対策欄に「ⅷ １次，２次主冷却系循環ポンプに



ポニーモータを設置し，ポンプトリップ時にポニーモ

ータによる低速運転を行い，１ループのみにても定格

出力時炉心流量の約４％を確保し原子炉停止後の崩壊

熱除去が可能なようにする 」とあり（乙１６ ，被控。 ）

訴人の主張はこれを根拠としているのかも知れない。

， （ ， ， （ ）しかし 前述 第２章 第３節 第１２の５の ３

のイ参照）したように，本件原子炉施設は，もともと

１ループのポニーモータのみの働きによって，原子炉

停止後の崩壊熱除去が可能となるように設計されてい

るのであり，上記の防止対策の記載は，事故拡大防止

対策として，そのような対策が講じられていることを

単に記述しているに過ぎず，そこに解析条件として事

故ループ以外の１ループのモータ故障が仮定されてい

ると認めることはできない。仮にそのような故障を仮

定しているとすれば，解析条件にそのことを記載すれ

ば足りることである。もっとも，被控訴人の主張する

故障は，事故と同時ではなく，事故後に生じることを

仮定しているのかも知れないが 「安全評価審査指針」，

が設計基準事故の解析評価を求めている趣旨は，設計

基準事故が発生し，そこに結果が最も厳しくなる単一

故障を仮定しても，当該事故が炉心の溶融や放射線に

よる敷地周辺への影響が大きくなることなく終息する

ことを確認するためであるから，仮定する故障が想定

する事故発生後に生ずるものであっても，それを解析

条件に取り入れることに何の不都合もない筈である。

現に，上記のような対策が防止対策欄に掲げられなが

ら，解析条件欄に被控訴人主張のような単一故障を仮

定している例は，本件申請者が選定した主給水ポンプ

軸固着事故など複数の設計基準事故に見られるところ

であり（乙１６ ，被控訴人の主張は失当である。）



このように「蒸気発生器伝熱管破損事故」について

は 「安全評価審査指針」が義務付ける単一故障の仮，

定がされているとは認められないが，これは由々しき

ことである。けだし 「安全評価審査指針」は 「評価， ，

の考え方」が安全審査の参考とすべきことを定めた具

体的な審査基準であり，その「安全評価審査指針」が

設計基準事故の解析に当たって仮定することを義務付

けている「単一故障」が仮定されていないにもかかわ

らず，本件安全審査においてこの点を看過し，本件申

請者のした事故解析を妥当と判断したことは，そのこ

と自体が既に本件安全審査の調査審議及び判断の過程

， 。に過誤 欠落があることを示すものであるからである

この点は，本件の直接の争点にはなっていないけれど

も，本件安全審査全体の信頼を損ねる重大な事実とい

わなければならない。なお，本件安全審査の信頼性に

ついては，次節（第５節，第８の５）において，詳し

く述べる。

ウ ところで，控訴人らが 「蒸気発生器伝熱管破損事，

故」において，急速ブローに失敗したり，急速ブロー

より給水停止が先行した場合には，水・蒸気の流動の

ない状態での伝熱管破損が現実化するのであるから，

必ず急速ブローが機能すると想定することは保守的な

仮定とはいえず，多重故障を想定すべきであると主張

するのに対し，被控訴人は，次のように反論する。

（ア） 本件安全審査においては，本件原子炉施設に

は，伝熱管に損傷が生じて水・蒸気が漏えいし

た場合，これを検出して，急速ブロー及び給水

の停止によりナトリウム‐水反応を抑制し，伝

熱管内の圧力を低下させる対策が施されること

を確認しているのであるから 「蒸気発生器伝，



熱管破損事故」に係る安全評価においては，急

速ブロー等が機能するという前提で解析するの

が当然である。控訴人らの主張が，急速ブロー

等の故障を想定することをいうのであれば，そ

れは，事故防止対策の考え方を正解しないもの

であり，いたずらに仮定に仮定を重ねるもので

ある。

（イ） 安全評価における単一故障の仮定は，事故防

止対策に係る設備である安全保護設備及び工学

，的安全施設の総合的な妥当性を確認するために

安全上の観点から厳しい事象を仮定した上で，

異常事象の発生に伴い作動が要求される安全保

護設備及び工学的安全施設について，要求され

る原子炉停止，炉心冷却及び放射性物質の閉込

めの各基本的安全機能ごとに，結果が最も厳し

くなるような故障の発生を仮定するものであっ

て，従属原因に基づく多重故障を含むものであ

る。

しかし，急速ブローにかかわる設備は，原子

炉停止，炉心冷却及び放射性物質の閉込めの基

本的機能に直接かかわる設備ではないから，そ

こに単一故障を仮定することは要求されていな

い。

エ そこで，被控訴人の主張について検討する。

（ア） 故障というのは，正常に機能することを前提

にしている機器，システムに異常が発生するこ

とをいうのであり，正常に機能するように設計

されていることを確認したから，それについて

は故障を考えなくてもよいというのは，到底成

り立たない議論である。或いは，被控訴人の主



張の趣旨は，故障の可能性が少ないことを確認

したという趣旨であるかも知れないが，そうだ

とすると，なるほど 「安全評価審査指針」に，

は 「単一故障」の仮定につき 「機器の故障に， ，

ついては，事故発生後短期間における動的機器

の単一故障又は長期間における動的機器若しく

は静的機器の故障を考えるものとする。但し，

静的機器にあっては単一故障を仮定したときに

所定の安全機能を達成できるように設計されて

いる場合，その故障が安全上支障がない期間内

に除去若しくは修復が出来る場合，又はその故

障の確率が十分に低い場合は仮定から除外して

よい 」と定められている（第１章，第１節，。

第６の３参照 。）

しかし，高速ブローに関係する機器が静的機

器に該当することには疑問がある上，証拠（乙

１６，乙イ４３，４４）及び弁論の全趣旨によ

れば，本件原子炉施設において，水・蒸気の急

速ブローの操作が開始されると，水・蒸気の放

出弁を全開して水及び蒸気を排出し，併せて，

蒸発器の給水止め弁，過熱器の入口止め弁と出

口止め弁等の隔離弁が全閉され，蒸気発生器へ

の給水が停止されること，放出弁は水リーク検

出後１．５秒後に開弁し，隔離弁は約５秒後に

全閉するように設計されていることが認められ

るが，急速ブローにかかわる上記放出弁，隔離

弁の故障の確率が十分に低いことを認めるに足

る証拠はない。むしろ，証拠（甲イ４４３）に

よれば，前述のイギリスでのＡＧＴ８／日本ナ

トリウム‐水反応専門家会議において，イギリ



ス側の出席者は，ＰＦＲ事故に関して 「ＥＶ，

（蒸発器）の水・蒸気しゃ断用のパイロット弁

の故障は，コモンモード故障で隔離失敗の可能

性がある 」と発言していることが認められ，。

放出弁や隔離弁の共通モード故障が可能性のな

い故障ではないことが窺われる。

（イ） 次に，急速ブローにかかわる設備は，原子炉

停止，炉心冷却及び放射性物質の閉込めの基本

的機能に直接かかわる設備ではないから，そこ

に単一故障を仮定することは要求されていない

とする被控訴人の主張について，検討する。

被控訴人のこの主張は，引用する証拠（乙イ

７）から，原子力安全委員会が平成２年８月３

０日に改正した「安全評価審査指針 （発電用」

軽水型原子炉施設の安全評価に関する指針）の

「解説」に基づくものと認められる。しかし，

この改訂された指針の解説（乙イ７）に記述さ

， 。れている関係箇所の記載は 次のとおりである

「今回の指針改訂においても，単一故障の仮定

。の適用に関する基本的な考え方に変わりはない

すなわち 『事故』に対処するために 必要なＭ，

Ｓの系統，機器について，原子炉停止，炉心冷

却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能ごと

に，その機能遂行に必要な系統，機器の組合せ

に対する単一故障を仮定する。例えば 『原子，

炉冷却材喪失』において，炉心冷却という一つ

の安全機能を達成するためには，冷却水を注入

する非常用炉心冷却系（以下「ＥＣＣＳ」とい

う ）はもとより，これを起動する安全保護系，。

ＥＣＣＳを駆動する電源，機器を冷却し最終的



な熱の逃がし場まで熱を輸送する系統等が適切

に組み合わせられることが必要である。本指針

においては，このように一つの安全機能の遂行

のために形成される系統，機器の組合せに対し

て，解析の結果が最も厳しくなる単一故障を仮

定することを求めるものである。本指針におい

て求める単一故障の仮定は 『事故』に対処す，

るために必要なＭＳについて，重要度のクラス

の如何を問わず，上記の各基本的安全機能を果

たすために必要なすべての系統，機器を対象と

するのが原則である。単一故障を仮定する対象

となる安全機能を果たすべき系統，機器には，

『重要度分類指針』でいう『当該系』のみなら

ず，当該系の機能遂行に直接必要となる関連系

も含まれなければならない 」。

以上の記述に照らせば，改訂された指針は，

「単一故障」の仮定を事故に対処するために必

要なＭＳ（異常影響緩和）の系統，機器につい

て，原子炉停止，炉心冷却及び放射能閉じ込め

の各基本的安全機能ごとに，その機能遂行に必

要なすべての系統，機器を対象にして求めてい

るのであって，決して，原子炉停止，炉心冷却

及び放射性物質の閉じ込めの基本的機能に直接

かかわる設備に限定しているものではない。被

控訴人の主張は，失当である。

むしろ，上記指針の解説がいう「一つの安全

機能の遂行のために形成された系統，機器の組

合せに対して，解析の結果が最も厳しくなる単

一故障を仮定する」との点からすると，本件の

「蒸気発生器伝熱管破損事故」においては 「単，



一故障」として急速ブロー系機器の故障を仮定

することが合理的であり，かつ，解析の結果が

最も厳しくなるものと解される。

（６） まとめ

以上のとおりであるから，高温ラプチャ防止対

策の観点から見た本件原子炉施設の設備は，水漏

えい検出設備の検出速度とその精度は必ずしも万

全とは言い難く，急速ブロー系設備にも高温ラプ

チャ防止の絶対的効果を期待することができない

ことが明らかである。そうだとすれば，本件原子

炉施設において，蒸気発生器伝熱管破損事故が生

じれば，伝熱管の高温ラプチャ型破損の発生の可

能性を否定することはできない。

また，本件申請者が本件の「蒸気発生器伝熱管

破損事故 （設計基準事故）の解析で仮定しなか」

った「単一故障」として，急速ブロー系機器の故

障を仮定し，蒸気発生器伝熱管破損事故時におい

て水・蒸気の急速ブローに失敗したことを想定す

れば，高温ラプチャの発生は，ほぼ避けられない

ということができる （高裁判決２７３－２８。」

０頁）

（３）最高裁判決の誤り

最高裁判決は３９頁、１４行目より「急速ブロ－に係わる設

備は、これらの各基本的安全機能を直接果たすものではなく、

その基本的安全機能遂行に関連する設備でもない 」と認定す。

る。

しかし、これは、高温ラプチャを考えない場合の原許可にお

ける安全審査でそのように位置づけられたということにすぎな

い。高温ラプチャ型破損を考えれば、そういえない。このよう

に考えたからこそ、設置許可変更において、カバーガス圧力計



の多重化と安全保護系への位置づけという重大な変更がなされ

たのである。高裁判決は、この変更を捉えて、急速ブロー設備

そのものの安全保護系への位置づけと多重化か必要であるとい

うことを明快に認定している。

また、最高裁判決は４０頁、６行目より「そうすると、急速

ブロ－系機器の故障のみによって、水素ガスが、上記設備への

放出を免れて炉心に達し、プラント停止がされた原子炉におい

て炉心崩壊を起こすとするのは、合理的推論とは言えず ・・、

・」と認定した。

水素の中性子減速効果を無視した見解であり、それを考慮す

ればどうなるかは未知の問題である。それを確認した例はない

のである。最高裁判決は勝手に独自の専門的判断を下している

にすぎない。また、この文章と、これに続く「急速ブロー系機

器の故障の仮定が，上記基本的安全機能に最も厳しい結果をも

たらすものと評価されなかったことをもって，不合理であると

いうことはできない 」という結論とはどのような論理的関係。

に立つのか、全く不明である。急速ブロ－系機器の故障によっ

て、水素ガスが、上記設備への放出を免れて炉心に達し、プラ

ント停止がされた原子炉において炉心崩壊を起こすかどうかと

関係なく、急速ブロー系機器の故障の仮定が，上記基本的安全

機能に最も厳しい結果をもたらすことは明らかである。蒸気発

生器伝熱管破損事故について基本的安全機能に最も厳しい結果

をもたらす事態として急速ブロー系機器の故障の仮定以外にど

んな事態が考えられるというのであろうか。

８）高温ラプチャが発生した場合の結果

高裁判決は、高温ラプチャが発生した場合の結果について、

次のとおり認定する。

「以上から明らかなように，蒸気発生器伝熱管破損事故におけ

る破損伝播 による２ 次漏えい（リーク）を考える場合，そ



の結果の重大性は，高温ラプチャの方がウェステージよりも遙

かに深刻である 」。

「高温ラプチャの発生を考えれば，その水・蒸気の漏えい量は

桁違いに大きくなるのは必至であり，解析結果が全く異なった

ものとなるのは明らかである 」。

「このように設計基準事故の安全評価は，原子炉施設の基本設

計の安全性の確認のうえで重要な意義を有するものであるとこ

ろ，その安全審査における原子力安全委員会の調査審議及び判

断の過程に，上記のような深刻な事故に繋がりかねない事項に

ついての過誤，欠落があったのであるから，その過誤，欠落は

看過し難い重大なものというべきである （高裁判決２８０。」

－２８２ページ）と、伊方判決の論理に沿って安全審査の瑕疵

について看過しがたいものであることを適切に判示している。

このように 「蒸気発生器伝熱管破損事故」が、高温ラプチ、

ャの発生によって、想定されたシナリオ通りには収束しない可

能性があるのであるから、このままでは「設計の基本的方針の

妥当性の確認」ができないことになり、ひいては 「原子炉施、

設の位置、構造および設備」が「原子炉災害の防止上支障がな

いものであること」という基準を満たすことが出来なくなる。

これは原子炉等規制法２４条１項４号に適合しない重大な違法

である。

９ 「放射性物質放散の具体的可能性」は重大違法の要件ではない）

ところで、高裁判決は，さらにこれらの判示に続けて，本件許

可処分の無効判断のためには，放射性物質の外部環境への放出の

具体的危険性を否定することができない場合である必要性がある

と解し，蒸気発生器における伝熱管破損事故の結果中間熱交換器

の伝熱管壁が破られた場合の事故の危険性や一次系のナトリウム

の放射能が二次系ナトリウムを介して環境中に漏れ出す危険性を

指摘し，放射性物質の外部環境への放出の具体的危険性を否定す

ることができないから本件許可処分は無効であると判断した。

もとより，この判示の言うとおり，中間熱交換器の伝熱管が破

られたり，一次系と二次系のナトリウムの境界が破壊されたとき

の一次系ナトリウムの放射能の挙動などについては，安全審査で

は全く検討されていないのであるから，放射性物質の外部環境へ

の放出の具体的危険性を否定することはできない。



ところで，具体的審査基準への適合判断における単一故障指針

の考え方は，設計基準事象を想定した安全審査において，各段階

の安全保護系にそれぞれ単一の故障を仮定して具体的審査基準へ

の適合性を審査する手法上の約束事である。これに基づいて安全

審査を行った結果、事故が収束せず、蒸気発生器，配管，中間熱

交換器等の健全性が維持できるとは確認できない場合には、設計

の基本方針の妥当性が確認できないこととなる。この場合更に、

放射性物質の放出に至る具体的プロセスを考えて、放出の可能性

があるかどうかを検討することは，安全評価指針の守備範囲を超

えており，これについて審査の方法についてのあらかじめ定めら

れた方法も存在しない。

再審被告は上告受理申立理由において「原子炉等規制法２４条

１項４号の『原子炉施設の位置、構造および設備が災害の防止上

支障のないものであること』の解釈適用において、当該原子炉施

設にかかる事故防止対策では重大な事故の防止を図ることができ

ず、これを稼働させた場合には重大な事故が起こる可能性が高い

、 」と認定判断される場合に限り この要件を充足しないと解される

と主張していた。最高裁判決はこの点について判断を示さなかっ

たが 「重大な事故が起こる可能性が高い」かどうかはそもそも、

安全審査の対象になっていないのであるから、それらの可能性の

有無が行政訴訟の審理の対象になるはずがない。また、このよう

な認定判断を裁判所に強いることは、そもそも不可能を強いるも

のである。

従って，具体的審査基準に適合しない場合に，その結果，重

大事故に至る具体的可能性があるか否かという事項や，放射性物

質が外部に漏出される具体的可能性如何という事項が，４号要件

不適合の違法事由や，さらには許可処分の無効を基礎づける重大

違法事由となる余地はないのである。

よって，高裁判決は放射性物質放散の具体的可能性にまで言及

したが、本来裁判所としては、中間熱交換器の伝熱管が破られた

り，一次系と二次系のナトリウムの境界が破壊されたときの一次

系ナトリウムの放射能の挙動などについてまで，判断を示す必要

性はなかったものと言うべきである。

10）結論

以上の通りであって、蒸気発生器の高温ラプチャについては、



高裁判決は安全審査で全く審査がなされていないと断じた。この

点について最高裁判決は認定を欠落している。

また、既存の安全設備だけでは高温ラプチャの発生が不可避な

ために、変更許可においてカバーガス圧力計の追加などの変更が

なされ、これを安全保護系に位置づけたこと、増設前のカバーガ

ス圧力計は多重化されておらず、安全保護系に位置づけられてい

、 、ないこと したがって原許可処分における事故評価に当たっては

カバーガス圧力計の存在を前提とすることはできないこと、原設

置許可処分において安全保護系として位置づけられている圧力開

放板を前提とすれば、高温ラプチャの発生は必至とされているこ

となどの決定的に重要な事実関係が判断から脱落しているのであ

る。

カバーガス圧力計を前提としたときの累積損傷和が１をわずか

、 、に下回っていることを最高裁判決は重視しているが このことは

事故評価のルールとしては、カバーガス圧力計が安全保護系に位

変更置づけられた変更後の設計について議論しているのであり、

前の設計についての議論としては圧力開放板を前提としたとき、

高温ラプチャの発生は必至とされていること（このことは最高裁

判決も認めている ）の方が決定的に重大な事実であり、最高裁。

判決はこのことの重大性に全く無知なまま、誤った判断をしてい

るのである。

最高裁判決におけるこのような高裁判決における重大事実の認

定の脱落、民事訴訟法３２１条に反する勝手な事実認定は最高裁

判決の判断の結果そのものを明らかに誤らせるものとなっている

ことが明確となった。よって、本件再審請求は認められるべきで

ある。

８ 最高裁の判断から遺脱した事項４

－炉心崩壊事故関連－

次に炉心崩壊事故について検討する。

１ 「原審の適法に確定した事実関係等の概要」には誤りがある。）



（１）まず、高裁判決は、炉心崩壊事故につき、どのように事実認

定をしたかを振り返っておきたい。

① 「原子炉の核分裂反応」の項目において 「臨界を保つこと、

に失敗して、新たに発生した中性子のうち平均して１個を越える

数が次の核分裂反応に寄与することになれば、核分裂の発生数は

連鎖を重ねるごとに急激に増大し、核分裂と核分裂の間の時間が

高速増殖炉では１秒間に数百万回にもなる」ことを認定し、即発

中性子だけで臨界に達する「即発臨界」にさせないことが、制御

出来ない暴走状態になることを防ぐために重要なことである、と

認定している。

② 評価の考え方が定める「５項事象」と動燃の言う「技術的に

は起こるとは考えられない事象」を比較し 「外国で起こった炉、

心溶融ないし炉心崩壊事故」として、高速増殖炉の事故の外にチ

ェルノブイリ事故に言及した上で 「チェルノブイリ事故で生じ、

た爆発エネルギーがどれほどのものであったか、その定量的な推

定は困難であるとされている」と認定している。更に、チェルノ

ブイリ事故について「炉心崩壊の際の核分裂反応によるエネルギ

ーがいかに巨大であるかを示すものであって、人類はこれを教訓

としなければならない」とした上で 「もんじゅ」は 「研究開、 、

発段階の高速増殖炉であって未解明な分野が少なくなく、炉心中

心領域で正のボイド反応度をもち、出力密度も高い炉心特性をも

っている」と認定して、運転実績に乏しい研究開発段階のもんじ

ゅの炉心崩壊事故を「発生頻度は無視しうるほど極めて低い」と

位置づけることに疑問を呈し 「空想の出来事としてではなく、、

現実に起こりうる事象として安全評価がなされなければならな

い」とした。

③ 炉心崩壊事故を原子炉施設を使って実際に模擬実験すること



が事実上不可能であることは「当事者双方もこれを認めるところ

」 、 （ ）である として 炉心崩壊の際の機械的エネルギー 有効仕事量

を具体的に予測しようとすれば、コンピュータシミュレーション

による解析に依らざるを得ないことは明かであるが、その場合に

おいては、信頼するに足る計算（解析）コードの存在と適切な解

析条件の設定が不可欠である、と認定する。その上で、これまで

海外及び日本において行われたＨＣＤＡ（炉心崩壊事故）に関す

る模擬実験は、部分的現象についての小規模なものしか行われて

おらず、実験に基づくデータは限られており、それを含めて解析

の基礎となるデータは一定の幅をもってしか確定出来ない部分が

少なからず存在している、と認定している。

④ 審査機関である科学技術庁及び原子力安全委員会は、動燃が

提出する資料に基づいて解析の評価をするだけで、自らが独自に

解析をして動燃のした解析の妥当性を検証することはしないこ

と、動燃は３８０ＭＪ以上の解析結果がでたケースを審査機関に

報告しなかったこと、を認定し、その結果、安全審査は、起因過

程の即発臨界後の機械的エネルギーの上限が３８０ＭＪとなるケ

ースを元にして行われた、と認定した。

⑤ 遷移過程に移行した場合の即発臨界の発生の有無は、申請当

時、評価技術が確立していないこともあって、本件申請をした昭

和５５年に、ＳＩＭＭＥＲ－Ⅱを導入して試みたが、少なくとも

本件許可申請時までは、動燃において解析されていなかった、と

認定した。

更に、安全審査において、評価された形跡は一切認められず、

遷移過程における再臨界の際の機械的エネルギーの評価はされて

いない、と認定した。

⑥ 動燃が行った最新の安全評価によれば遷移過程も含めて最大



有効仕事当量は１１０ＭＪだとするが、安全審査によって妥当性

が確認されたものではない、と認定した。

（２）これに対して、最高裁判決は次のように述べて、高裁の事実認

定を覆した。

ア について

特に問題はない。

イ について

最高裁判決は 「動燃は 『発生頻度は無視し得るほど極めて、 ，

低いが炉心が大きな損傷に至るおそれがある事象』を５項事象と

して選定し，動燃が選定した５項事象の一つが，１次冷却材流量

減少時反応度抑制機能喪失事象である 」と述べており、この点。

については問題はないが、その後で、最高裁判決は 「外部電源、

喪失により１次冷却材の炉心流量が減少する場合には，原子炉が

， ，確実に自動停止するように 各種原子炉トリップ信号が発せられ

原子炉停止系は，互いに独立の主炉停止系と後備炉停止系とが，

それぞれ独立して原子炉を停止することができるように設計され

ている。さらに，上記の場合において，反応度効果の最も大きい

制御棒１本が完全に炉心の外に引き抜かれ固着して挿入すること

ができない事態が生じたと仮定しても，原子炉を停止することが

できるようになっている 」と記載し 「停止することができる。 、

ようになっている」ということを、あたかも高裁判決において適

法に認定された事実であるかのように記載しているが、これは誤

りである。高裁判決はそのような認定をしていない。

高裁判決は、許可申請書に「原子炉容器の材料選定、設計、製

作、据付、試験、検査等は諸規格、基準に適合させるようにし、

また、品質管理や工程管理を十分に行い極めて信頼性の高いもの

としており、機器、系統の故障、破損あるいは運転員の誤操作等



の異常事象の発生に対しては、警報により運転員が措置しうるよ

うにするとともに、万が一これらの修正動作がとられない場合に

も、原子炉の固有の安全性並びに安全保護系の動作により重大な

事故に発展することがないよう設計されている」と「記載されて

いる」ことは認めているが 「たとえ設計上の理論はそうであっ、

ても、炉心を構成する燃料、機器、装置の品質管理が不十分であ

ったり（本件ナトリウム漏洩事故は、配管に挿入されていた温度

計の品質管理に不備があったことが直接の原因であることを想記

）、 、 、すべきである 若しくは 工事の施工に瑕疵があったりすれば

設計上予想もしない事故が発生する可能性は否定出来ないのであ

り、このことは当然想定していなければならないことである」と

事実認定している。

最高裁判決は 「高裁において適法に認定された事実」を前提、

として、それに対する評価を変えたのではなく、事実認定そのも

のを変更し、しかも、それを「原審が適法に認定した事実等」と

する誤りを犯しているのである。

ウ について

（ア） この記載は特に問題はない。

（イ） 最高裁判決は 「本件原子炉施設の構造物の耐衝撃評価、

に当たっては，膨張過程における最大有効仕事量として５００Ｍ

Ｊを考慮したが，この圧力荷重によって原子炉容器にひずみが生

ずるものの，ナトリウムが漏えいするような破損は生じない。１

次主冷却系の機器及び配管の一部にひずみが生ずるものの，ナト

リウムが漏えいするような破損は生じない。崩壊熱の除去のため

に必要な１次主冷却系の循環流路が確保され，その自然循環と２

次主冷却系及び補助冷却設備の作動により，除熱能力は確保され

る。すなわち，原子炉冷却材バウンダリのナトリウム保持機能は

維持され，崩壊熱の除去機能は確保される 」と記載するが、こ。

れでは「ナトリウムは全く漏洩しない」と認定したことになる。



、 （ ）「 」これは 次の ウ ナトリウムの原子炉格納容器床上への噴出

という記載と明らかに矛盾する。

高裁判決は、この点については、きちんと 「遮蔽プラグ下面、

へのナトリウムスラグの衝突に伴うナトリウムの原子炉格納容器

」 。床上部への噴出量は約２９０キログラムとなる と認定している

つまり、原子炉と一次系配管と遮蔽プラグで、ナトリウムバウン

ダリ（ナトリウムに対する障壁）を構成しているが、原子炉の蓋

である遮蔽プラグが原子炉内で発生した大きな機械的エネルギー

によって持ち上がり、遮蔽プラグと原子炉容器の間にできた隙間

からナトリウムが漏洩し、遮蔽プラグの上部である原子炉格納容

器床下に噴出するのであり、このことを高裁判決は正しく認定し

ている。

最高裁判決の、このような誤った記載は、最高裁判決は、原判

決の文章の一部を適当にピックアップしたものの、その内容につ

いては全く理解していないことを如実に示している。

（ウ） 最高裁判決は 「ナトリウムの原子炉格納容器床上への、

噴出に伴い，原子炉格納容器内雰囲気ガスの温度及び内圧が上昇

するが，設計値を下回り，原子炉格納容器の健全性は損なわれな

い」と述べるが、ここでいう「設計値」とは 「温度の設計値」、

と「内圧の設計値」をさすものであり、温度と内圧がそれぞれ設

計された値を越えないことをもって、基本的設計方針の妥当性を

。 、 、 、確認するとしている値である ところが 一方で 最高裁判決は

二次冷却材漏洩事故につき 「床ライナの設計温度」につき 「板、 、

厚、形状等が確定しない段階において、これとは別に設計温度の

妥当性について確定的な審査をすることに意味はないといわざる

をえない としている 許可申請書には二次冷却材漏洩事故の 結」 。 「

論」として 「漏洩ナトリウムの熱的影響については ・・・・、 、

部屋の内圧及び床ライナの温度はいずれも設計値以下であり、そ

の健全性が失われることはない」と記載されているにもかかわら



ず、そのように結論づけているのであるが、それに対する態度と

の間に明らかな矛盾があることに、最高裁判決は全く気づかなか

ったのであろうか。

（エ） 特に問題はない。

エ について

動燃のコンピュータシミュレーションのケースを記載したもの

であり、特に問題はない。

オ について

最高裁判決は 「動燃の遷移過程に係る調査について、ＳＩＭ、

ＭＥＲ－Ⅱを導入して解析を試みたところ，３８０ＭＪを超えな

いことが確認された」と記載しているが 「確認された」のがい、

つ誰によってかについて記載していない。この点につき、高裁判

決は「本件申請をした昭和５５年に、ＳＩＭＭＥＲ－Ⅱを導入し

て試みたが、少なくとも本件許可申請時までは、動燃において解

析されていなかった 「安全審査時には遷移過程のケースは報告」

されていなかった」と認定しているのであり、最高裁判決は明ら

かに、高裁判決の事実認定を勝手に変更している。

カ について

動燃が，本件処分後に解析を行ったところ１１０ＭＪであった

と記載されているのであり、特に問題はない。

キ について

米国ではＣＲＢＲ（クリンチリバー高速増殖炉原型炉）の審査

には１２００ＭＪを用いることを要求し、ドイツではＳＮＲ３０

０には、９２５ＭＪないし１１１０ＭＪ程度に相当することを要

求した、と記載されている。



米国及びドイツではいかなる高速増殖炉原型炉が安全審査の対

象になっていたか、もんじゅと比較してその類似性及び相違点は

何か、につき、最高裁判決は何も言及していないが、高裁判決で

は 「もんじゅは熱出力７１万４０００キロワット、電気出力約、

２８万キロワットである こと ＣＲＢＲでは 設計炉心を 均」 、「 、 『

』 「 』 、 」、質炉心 から 非均質炉心 に変更して 審査側も了承したこと

「ＳＢＲ３００は電気出力３１．２万キロワットの高速増殖炉原

型炉であること、炉心崩壊事故に関しては激しい論争があったこ

と」が正しく認定されている。最高裁判決ではその事実認定はそ

っくり欠落している。後述するように最高裁判決は 「本件原子、

炉と規模、構造等のことなる原子炉」とするが、高裁の事実認定

に基づかない誤った事実認定を前提として評価を行ったとしか考

えられない。

） 、「 」 、２ 次に最高裁判決は 原審の判断 として次のように述べるが

高裁判決がいかなる事実にもとづいて判断したのか、という視点

を欠いている。

（１ 「起因過程 ・・・・炉心損傷後の機械的エネルギーの上限） 」

値を約３８０ＭＪとする動燃の解析を妥当とした判断は，動燃の

行った解析結果の中には９９２ＭＪ等の３８０ＭＪを超えるケー

スがあることの報告を受けずにされたものであった。本件安全審

査は，十分な資料に基づき機械的エネルギーの上限値を適正に評

価したものということができない。

（２ 「遷移過程 ・・・・再臨界が生じた場合の機械的エネルギ） 」

ーの上限を評価すべきであったにもかかわらず，これを行わなか

。 ，った １１０ＭＪであったとする本件処分後の動燃の解析結果は

規制法に定める原子力安全委員会の安全審査においてその妥当性

が確認されたものでないから，本件安全審査の瑕疵を否定する根

拠とすることはできない。



（３ 「５項事象の位置づけ ・・・・空想上の出来事としてでは） 」

なく，現実に起こり得る事象としてその安全評価が行われなけれ

ばならない。評価を誤れば，原子炉容器内の放射性物質が外部環

境に放散される具体的危険性を否定することはできないから，本

件処分は無効である。

３ 「原審判断を是認出来ないとする理由」は、以下のとおり、高）

裁判決において「適法に認定された事実」にもとづくものではな

いから、違法である。

ア について

（１）５項事象の位置づけについて

最高裁判決は 「前記事実関係等によれば，外部電源喪失によ、

り１次冷却材の炉心流量が減少する場合には，原子炉が確実に自

動停止するように，各種原子炉トリップ信号が発せられ，原子炉

停止系は，互いに独立の主炉停止系と後備炉停止系とが，それぞ

れ独立して原子炉を停止することができるように設計され，さら

に，反応度効果の最も大きい制御棒１本が完全に炉心の外に引き

抜かれ固着して挿入することができないと仮定しても，原子炉を

停止することができるようになっている」と認定しているが、こ

れは、前述したとおり、高裁判決が適法に認定した事実とは異な

る 「設備は動くようになっている、という動燃の願望」をその。

まま記載したにすぎない。

最高裁判決の 「その発生頻度は無視し得るほど極めて低いも、

のと位置付けて，５項事象に係る安全評価を行ったことに不合理

な点はないということができる」との判断も、高裁判決が適法に

認定した事実に基づく判断ではなく、独自に認定した事実に基づ

く判断である。



（２）遷移過程について

最高裁判決は 「本件処分当時においては遷移過程の事象推移、

について直接シミュレーションを行う評価技術は十分に確立され

ていなかったもの」とこの点は正しく認定している。しかし、最

高裁判決が 「海外の評価例，関連する実験研究等を調査すると、

ともに，米国の国立研究所が開発した解析コードＳＩＭＭＥＲ－

Ⅱにより，保守的条件設定によって生ずる遷移過程の再臨界の場

合であっても，その機械的エネルギーは，前記の起因過程の解析

により得られた値の３８０ＭＪを超えないことを確認し、この値

を踏まえて，構造物の耐衝撃評価に当たっては，膨張過程におけ

る最大有効仕事量として５００ＭＪを考慮したが，原子炉容器等

にナトリウムが漏えいするような破損は生じないと解析し」た、

とする主体は、審査者ではなく、申請者である「動燃」である。

ところで、最高裁判決は「原子炉容器等にナトリウムが漏えい

するような破損は生じないと解析し」た、と述べるが、これが誤

りであり「原子炉の蓋である遮蔽プラグが原子炉内で発生した大

きな機械的エネルギーによって持ち上がり、遮蔽プラグと原子炉

容器の間にできた隙間からナトリウムが漏洩する」とする事実認

定が正しいことは前述したとおりである。

問題はその次である。最高裁判決は 「原子力安全委員会は，、

この解析評価について，事象の選定，解析に用いられた条件及び

手法が妥当なものであり，その解析結果が『評価の考え方』に適

」 、合する妥当なものであると判断したというのである と述べるが

「この解析評価」というのは、あくまでも「起因過程において即

」 。発臨界にいたった３８０ＭＪを上限とするケース のことである

このケースしか安全審査の対象とされていなかったことは、高裁

。 、 、判決が正しく認定している それにもかかわらず 最高裁判決が

「本件安全審査において，遷移過程の事象推移についての評価を

欠くと解するのは相当でない」と結論づけるのは、完全に誤りで

ある。最高裁判決は、高裁判決が確定した適法な事実である「原



子力安全委員会は起因過程で即発臨界に至った３８０ＭＪケース

」 。のみを審査した という事実関係についての判断を遺脱している

（３）処分後の解析について

最高裁判決は 「本件処分後にＳＡＳ４Ａ及びＳＩＭＭＥＲ－、

Ⅲを用いて行われた解析結果」について 「本件処分当時の原子、

力安全委員会の上記の判断の妥当性を否定するものとはいえな

い」とするが、この解析結果はあくまでも動燃の行った内部的な

解析結果であって、安全審査を経ていないという事実を踏まえた

判断ではない。

（４）結論

結論である「本件安全審査における遷移過程についての評価に

不合理な点はないというべきである」とする部分は、高裁判決が

適法に確定した事実に対する判断ではなく、独自に認定した事実

に基づく判断である。

イ について

最高裁判決は 「動燃が行った解析結果の中には３８０ＭＪを、

超えるケースがあることの報告を受けずにされたものであり，十

分な資料に基づき機械的エネルギーの上限値を適正に評価したも

のということはできない」との高裁判決判示に対し 「前記事実、

関係等によれば，動燃は，１次冷却材流量減少時反応度抑制機能

喪失事象において，炉心は起因過程で即発臨界に達するが膨張に

より未臨界となり，起因過程で即発臨界に達するが膨張により未

臨界となり，炉心損傷後の炉心膨張による最大有効仕事量は約３

８０ＭＪとなると解析し，これを前提に膨張過程における最大有

効仕事量として５００ＭＪを考慮して構造物の耐衝撃評価を行っ

たが，上記の約３８０ＭＪという値は，当時の実験的知見と海外

における仮想的炉心崩壊事故評価の例を踏まえて，使用したデー



タ及びモデルパラメータの不確かさ幅についての物理的に合理的

な範囲内での上限シナリオとして，基準が一応確立しているパラ

メータを用いた基本解析ケースの中からＥＸＮＲＣケースを選定

し，最も燃焼が進んだ燃料集合体を含む炉心状態である平衡炉心

の燃焼末期について行われた保守側解析の結果を補正したもの」

と認定する。しかし高裁判決は 「炉心崩壊事故を原子炉施設を、

使って実際に模擬実験することが事実上不可能であることは、当

事者双方もこれを認めるところである。従って、炉心崩壊の際の

機械的エネルギー（有効仕事量）を予測しようとすれば、コンピ

ュータシミュレーションによる解析に依らざるを得ないことは明

かである しかし その場合においては 信頼するに足る計算 解。 、 、 （

） 。 、析 コードの存在と適切な解析条件の設定が不可欠である 他方

証拠によれば、これまで海外及び日本において行われた炉心崩壊

事故に関する模擬実験は、控訴人らが指摘するような部分的現象

についての小規模なものしか行われておらず、実験に基づいたデ

ータは限られており、それを含めて解析の基礎となるテータは一

定の幅をもってしか確定出来ない部分が少なからず存在してい

る、ことが認められる」との事実認定を行った上で 「使用した、

データ及びモデルパラメータの不確かさ幅についての物理的合理

性の範囲内での上限シナリオとして、基本解析ケースの一つであ

るＥＸＮＲＣケースを選定した。動燃はそのケースしか報告して

いない」と認定したのであり、最高裁判決は後者の事実認定を欠

落している。

最高裁判決は 「９９２ＭＪ等の解析ケースは，いずれも各種、

モデルパラメータを仮想的に変化させて解析するパラメータ解析

ケースであって，基準が一応確立しているパラメータを用いて解

析する基本解析ケースとは解析の目的を異にし」とするが、高裁

判決において「目的を異にする」とは認定されていないことは前

述したとおりである。

また、最高裁判決は 「米国原子力規制委員会やドイツのノル、



トラインウェストファーレン州政府の要求値と対比すると，９９

２ＭＪは決して異常な数値ではない」との高裁判決の事実認定に

対して 「本件原子炉と規模，構造等の異なる原子炉に関する審、

査機関の要求値をもって，本件安全審査を不合理なものというこ

とはできない 」とするが、これは「米国とドイツにおいて審査。

対象となった原子炉は、もんじゅとほぼ同規模の高速増殖炉原型

炉である」との高裁における事実認定を故意に欠落させた判断で

ある。高裁判決が適法に認定した事実認定は最高裁を拘束するの

であるから、最高裁は高裁判決の事実認定の上に立って判断をし

ていないことになる。

ウ について

最高裁判決は 「以上によれば，原子力安全委員会等における、

１次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象の安全審査の調査

審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があるということは

できず，この安全審査に依拠してされた本件処分に違法があると

いうことはできない」とするが、高裁判決が適法に確定した事実

についての判断は欠如・遺脱しているのであるから、この結論は

「無効」であり、本件再審請求は認められるべきである。

９ 原審の判断に事実誤認があるのではないかと考えた際の最高裁の

採るべき措置

１）事件を破棄し、事実審に差し戻すのが常識的対応

最高裁が法律審であるとしても、証拠を検討して原審の事実認定

に疑問を抱くことはあり得ないことではない。最高裁の破棄判決に

、 、 、 、 、おいては 事実認定の経験則違反 理由不備 理由齟齬 審理不尽

釈明義務違背などを破棄理由として原判決を破棄する例は確かに少

なくない。しかし、このような場合には破棄した上で、事件を原審

である事実審に差戻して、事実審において対審構造の下で事実認定

をやり直させるのが最高裁の従来からとってきた常識的な対応であ



った。新堂幸司も「原判決を破棄する場合、上告審では、事件につ

いて事実認定をしなおさないから、控訴審判決の場合と逆に、事件

を原審に差し戻すのが原則となる 」とされている（新堂幸司「新。

民事訴訟法第三版」８４３頁 。）

２）最高裁は自らに課された最後の掟を破っている

事実認定には踏み込まないと言うことは、法律審としての最高裁

の鉄則であったはずであり、自ら事実認定をやり直したうえに、自

判までした今回の判決はその民事訴訟法が最高裁に課した最後の掟

を破ったと言わざるを得ない。

10 結論

１）この判決をこのまま確定させることは司法の権威に係わる事態

をもたらす。

事実誤認自体は再審事由ではない。しかし、判断遺脱の結果と

して十分な当事者間の論争を経ないで、事実調べもなしに判断を

しているため、最高裁は、ことごとく判断の結論に関わる事項に

ついて事実誤認を重ねている。

ナトリウム漏れについては、溶融塩型腐食について安全審査が

欠落していたことを無視し、さらに鉄板を敷くということだけが

基本設計であるとするが、実際には変更許可において急速ドレー

ンの付加、窒素封入という基本設計の変更がなされていることが

無視されている。

蒸気発生器の高温ラプチャについては原許可処分時には一切の

安全審査がなされておらず、既存の安全設備だけでは高温ラプチ

ャの発生が不可避なために、カバーガス圧力計の追加と安全保護

系への位置づけなどの変更までが変更許可によってなされている

のである。

炉心崩壊事故についても「原子力安全委員会は起因過程で即発

臨界に至った３８０ＭＪケースのみを審査した」という事実関係



を欠落させ、また遷移過程についても安全審査がなされているな

どという高裁判決に全くない誤った事実を認定し、これに基づい

て判断している。

このように、最高裁は高裁判決の認定した重要事項を欠落し、

また、高裁判決には含まれない、全く誤った事実認定に立って高

裁判決を破棄し自判したのである。このような事実誤認を多発さ

せた原因は、対審構造の欠けた上告手続きの中で上告理由書に添

付された国の主張書面だけに基づいて事実認定をやり直したとこ

ろにある。

このような明らかに訴訟法的にも事実認定においても、判断の

結果においても決定的に誤った判決が最高裁という最終審で、自

判という形で下されたのは、我が国の司法にとって取り返しのつ

かない著しい汚点であり、このまま、この判決を確定させること

は、最高裁の最終審としての権威を著しく傷つけるものである。

２）原判決の事実認定が上告審を拘束するとした民事訴訟法３２１

、 、条違反は 憲法３２条の定める裁判を受ける権利の侵害に該当し

それ自体として独立の再審事由である。そして、正に本判決はこ

のような再審事由に該当する。

３）また、再審事由を定めている民事訴訟法３３８条９号は判決に

影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったことを

再審事由としている。

今回の最高裁判決は、判決に影響を及ぼすべき重要な事実関係

について、原審の確定した事実から脱落させた点で、判断の遺脱

があったといえ、再審事由に該当する。

４）よって再審原告らは再審の趣旨記載のとおり、最高裁判決を破

棄し、主位的には上告棄却判決を求める。また、予備的には破棄

差し戻しの判決を求めるものである。




